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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜議案説明＞

開催日時 平成２８年３月１１日（金） １０：０２～１６：４６

開催場所 第１委員会室

出席委員 １２名

田尻 匠 委員長

阪口 保 副委員長

亀田 忠彦 委員

山中 益敏 委員

松本 宗弘 委員

川田 裕 委員

井岡 正徳 委員

西川 委員

中野 雅史 委員

荻田 義雄 委員

小泉 米造 委員

今井 光子 委員

欠席委員 なし

出席理事者 野村 総務部長

長岡 危機管理監

一松 地域振興部長

辻本 南部東部振興監

福井 観光局長

土井 健康福祉部長

上山 こども・女性局長

渡辺 医療政策部長

中 くらし創造部長兼景観・環境局長

森田 産業・雇用振興部長

福谷 農林部長

加藤 県土マネジメント部長
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金剛 まちづくり推進局長

久保田 水道局長

吉田 教育長

羽室 警察本部長

ほか、関係職員

傍 聴 者 なし

議 事 ２月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞

○田尻委員長 ただいまから本日の会議を開きます。

初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より７日間開催されます。傍聴の申し出

があった場合は、２０名を限度に入室していただきますので、ご承知ください。

それでは、本日は、付託議案の説明をお願いするわけですが、委員に申し上げます。

質疑については、来週からの部局別審査及び総括審査でお願いします。

また、説明については、総務部長から、順次部局長にお入りいただき、説明していただ

きます。

それでは、総務部長から順に説明をお願いします。

○野村総務部長 議案及び予算案の全体像と総務部に関する事項についてご説明します。

平成２８年２月定例県議会提出議案で、予算審査特別委員会に付託された議案は、合計

７４件です。一覧のとおりで、１ページから２ページにかけて、平成２８年度議案として

５１件、２ページから３ページにかけて、平成２７年度の議案として計２３件、合わせて

７４件です。全体については以上です。

続いて、「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補

正予算案の概要」で、平成２８年度当初予算案、平成２７年度２月補正予算案当初提出分

の概要等についてご説明申し上げた後、危機管理監が後ほど説明しますものを除く総務部

所管の主要事業の概要についてご説明します。

１ページ、予算案の総括表です。一般会計と特別会計の予算案の総額がそれぞれごらん

のとおりです。財源として有利な国補正予算を積極的に活用することとし、平成２８年度

当初予算と平成２７年度２月補正予算を一体のものとして編成しました。

一般会計については、平成２８年度当初予算案が４，９５１億１，７００万円、平成２

７年度２月補正予算案が９１億３，７００万円となっており、合計５，０４２億５，４０
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０万円、前年度の６月補正後予算と比べますと、１２７億６，９００万円、２．６％の増

となっています。

次に、特別会計です。県立五條病院の運営に伴い設置していた病院事業特別会計をこと

し４月の南奈良総合医療センターの開院及び県立五條病院の閉院にあわせて廃止する一方、

病院事業清算費特別会計を新たに設け、それぞれ会計を皆減、皆増しているところです。

このほか県立病院機構関係経費特別会計が奈良県総合医療センター建替整備費貸付金等の

増により増加していますのが主な動きです。

２ページ、一般会計予算案歳入の款別内訳です。

１の県税です。配当割県民税等が減収となりますが、法人事業税や地方消費税等の増収

により平成２７年度予算に比べますと、６６億円、６．０％の増となっています。

９の国庫支出金です。地方創生に係る国の交付金の減少等があり、２月補正を含めた総

額は昨年度より８億２，８００万円の減となっています。

１５の県債は、臨時財政対策債の減少などにより昨年度より２７億８００万円の減とな

っています。なお、県債の発行に当たっては、今後の公債費負担の軽減を図るため極力交

付税措置がある有利な地方債を活用してます。

３ページ、一般会計予算案歳出の款別内訳です。議会費、総務費、地域振興費などの分

類でしており、中身は省略します。

４ページから６ページの上段までは県税制の改正です。５ページ、法人事業税との所得

割の税率引き下げと外形標準課税の拡大等に関する国の法改正を受けた所要の改正を行う

ものです。

６ページ、地方消費税清算金等の概要です。

７ページ、使用料、手数料の改正案で、奈良県外国人観光客交流館において宿泊業務を

開始するなど新たに実施する事務について、額を定めるなど公正な受益者負担の観点など

から所要の改正を行うものです。

８ページ、県債の内訳です。

９ページ、一般財源の概要です。

１０ページ、歳出予算の性質別内訳の概要です。大きく分けて、義務的経費について人

件費等が減少したものの、公債費が増加したことにより平成２７年度より５億８，７００

万円の増となっています。

その次の投資的経費です。公共事業について選択と集中を徹底するとともに、県政課題
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の克服に向けた主要プロジェクトを計画的に進めることとし、平成２７年度より９億３，

３００万円の増となっています。

義務的経費や投資的経費を除く一般的施策経費ですが、社会保障施策の充実等により平

成２７年度より、１１２億４，９００万円の増となっています。

１２ページ、これまでの予算規模の推移です。

１３ページ、直面する多様な行政課題に的確に対応し、より機動的で効率的な組織体制

とするため課、室の新設など行うものです。（１）にありますような地域振興部に国民文

化祭・障害者芸術文化祭課を設置するなどです。

１４ページ、定数については、南奈良総合医療センターの設立にあわせた県立病院定数

の全て減、児童生徒数の減に伴う教員定数についての減員を行う一方、県民サービスの一

層の向上図るため、警察官については増員することとしました。

１６ページ、消費税率の引き上げに伴う本県の増収見込み分の使途を示したものです。

予算案等についての総括的な説明は以上です。

続いて、後ほど危機管理監の説明を除く総務部所管の主要事項について、新規事業を中

心にご説明します。

１３２ページ、県庁舎電気設備耐震改修事業で、県庁本庁舎の受変電設備を耐震型の機

器に更新するものです。平成２７年度から２カ年の工事で行っており、平成２８年度で完

了します。

１４７ページ、友好提携地方政府との友好交流事業です。中国・陝西省、韓国・忠清南

道、スイス・ベルン州とおのおのの友好提携協定に基づき友好交流をさらに深めていくた

めの取り組みを進めていきます。

次に、東アジア地方政府会合の開催です。平成２７年度は、日本、中国、韓国をはじめ

とする東アジアの諸国から４２の地方政府が本県に参集し、第６回会合を開催しました。

来年度も引き続き各地方政府が共通する課題を議論し、相互理解を深める場として同会合

を開催します。

多文化共生・国際化推進事業では、市町村や民間団体が新たに実施する先導的多文化共

生・国際化活動に対して補助を行うなど地域の国際化や国際交流をさらに促進するための

取り組みを実施します。

１５９ページ、奈良県情報通信基盤運営事業では、大和路情報ハイウェイについて、こ

れまでの南部地域の幹線のみバックアップ回線をしてきたところですが、平成２９年３月
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からは南部・東部地域の支線も含めて二重化することにより市町村も含めて災害に強い情

報通信ネットワークを確保できるようにします。

新規事業の市町村情報処理業務支援事業では、南部・東部地域の小規模地方公共団体の

情報処理系事務の共同化を進めるため平成２８年度は情報システム環境台帳の作成を行う

こととしています。

１８６ページ、「マネジメント」の全面展開で、奈良県地方創生推進事業です。奈良県

地方創生本部会議などの運営を行うとともに、新たにシンポジウムを開催するなど平成２

７年１２月に策定した奈良県地方創生総合戦略による取り組みを推進します。

新規事業の次期行革計画策定事業では、現在の奈良県行政経営マネジメントプログラム

が平成２８年度で終了します。新たな行革計画を策定していくものです。

新たなパーソネルマネジメント研究事業では、地方創生時代を勝ち抜く人材育成を図る

ため、新たなパーソネルマネジメント構築に向けた取り組みを進めます。平成２８年度は、

新たに女性職員の活躍を推進するための研修を実施します。

技術・資格職人材確保事業では、受験者数が減少傾向にある土木職員について、新規と

して市町村も含めた圏域で必要な人材を確保していくため市町村との採用共同試験を始め

ます。

税収の確保等に係る取り組みで新規事業の望ましい地方税のあり方調査事業では、奈良

県にふさわしい税制について税制調査会の委員に調査研究等を行っていただきます。

自動車税徴収対策強化事業では、自動車税事務所に専用窓口を設置し、自主納付の呼び

かけを行うとともに、滞納者に対する給与差し押さえを強化します。

新規事業の遠隔地滞納案件整理事業では、民間事業者を活用し遠隔地の滞納案件の効率

的、効果的な整理を進めます。

このほか税外未収金回収支援事業では、新たに外部専門家による債権管理業務の検証を

進めるなど税外未収金について適正な債権管理と回収強化を図ります。

１８８ページ、ファシリティマネジメントの推進に係る取り組みです。新規事業の県域

ファシリティマネジメント推進事業では、地域で必要な機能を有する施設の最適配置を進

めるため、小地域、字単位別の将来人口を推計するシステムを構築するとともに、県域で

の資産情報を一元化し、共同利用、合築、複合化などの新たな維持管理・整備手法を検討

します。

未利用資産売却促進事業では、新規として、県が直接処分を進めるには課題のある案件
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について、新たに民間事業者のノウハウを活用し、売却を促進します。

１８９ページ、県政広報についてです。テレビによる県政広報のうち、既存番組の一部

を廃止、縮小した上で、新たに奈良の地域ニュースを発信する番組を開始します。

新規事業のスマホアプリによる奈良のニュースの発信、デジタルサイネージの設置拡充

など多様な広報媒体を活用して県政情報や観光情報などを幅広く発信します。

１９０ページ、マイナンバー制度の本格的な運用開始や昨年の年金機構の情報漏えい事

件、事案を受けて、新規としてマイナンバー利用事務を扱うネットワークとインターネッ

ト環境を分離することや、情報セキュリティポリシーの改訂、標的型攻撃メールに対する

訓練などを新たに行います。

また市町村のインターネットの出口を一元化し、不正アクセスの集中監視を行うなどの

高度なセキュリティー対策を講じていくため情報セキュリティクラウドの構築を行います。

１９１ページ、行政評価の実施については、全庁的なマネジメントサイクルの推進のた

め、県政課題の現状分析、政策・施策の評価を引き続き実施します。以上です。

続きまして、給与改定に伴う職員給与の増額についてです。

平成２７年の人事委員会勧告等に鑑み、一般職の給与改定を実施することとし、特別職

の期末手当の改定とあわせて、所要の予算措置を講じるものです。

改定の概要は記載のとおりで、補正予算としては総額１１億８，１００万円余の増額で

す。平成２８年度当初予算案、当初提出分の平成２７年度２月補正予算案の概要に関する

説明は以上です。

続いて、「平成２７年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要、（追加提出分）」の１

ページ、平成２７年度奈良県一般会計補正予算案（第５号）は、増額が、１８８億２００

万円余、減額が５７億２，７００万円余、合計しますと１３０億７，５００万円余の増額

です。現計予算では不足が生じているものなどについて増額するとともに、事業の年度内

の執行を見通して減額するなど必要な措置を講じたものです。

財源の内訳については、記載のとおりです。

また、一般財源については、県税収入の増などが見込まれることから、記載のとおり増

額するものです。

２ページ、事業概要以下は、総務部に関するものについて説明し、その他の項目につい

ては、担当部局長から説明します。

まず増額補正について、ふるさと応援基金積立金については、ふるさと応援寄附金の増
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により積立金を増額するものです。

ふるさと応援寄附金推進事業は、県外からの寄附金の増額に伴い寄附者へのお返しの贈

呈品が増加することとなったため増額するものです。

地方消費税清算金は地方消費税の増収に伴い他の都道府県への清算金が増額、県税交付

金は地方消費税と株式等譲渡所得割県民税の増収に伴い市町村への交付金をそれぞれ増額

するとともに、配当割県民税の減収に伴い減額する結果、県税交付金全体としては増額す

るものです。

３ページ、地域・経済活性化基金積立金は県政の主要プロジェクトや本県独自の地方創

生の今後の推進のため、県債管理基金積立金は公債費利子及び退職手当の不用に伴いそれ

ぞれ積立金を増額するものです。

次に、減額補正について、退職手当ですが、このうち知事部局に係るものについては退

職者見込みの減により１億２，５００万円の減、県税還付金については法人事業税等に係

る還付金１億円の減、公債費については県債借入利率の低下等による利子の不用により１

６億円の減を行うものです。

４ページから６ページは繰越明許費補正で、総務部所管は１件です。４ページ、旧桜井

総合庁舎管理事業は、桜井市が行う整備事業に対し県の機関が共同利用する部分について

の負担金です。事業主体である桜井市のおくれにより繰越となるものです。

８ページ、特別会計の補正予算のうち総務部の所管は、５平成２７年度奈良県公債管理

特別会計補正予算案（第１号）です。先ほど一般会計で説明した減額と連動するものです。

続いて、「平成２８年２月県議会提出条例」の目次に記載のとおり、条例については、

平成２８年度議案、平成２７年度議案を合わせて３７件です。このうち総務部に関するも

のは１４件で、一部改正が１２件、制定が２件です。

１ページ、奈良県個人情報保護条例等の一部を改正する条例です。これは行政不服審査

法の全面改正に伴い、奈良県個人情報保護条例など３つの条例を改正するものです。

このほかにも行政不服審査法の改正に伴う条例の制定が幾つかありますので、今回の行

政不服審査法の主な改正内容を簡潔に説明します。

３点主な内容があり、今まで異議申し立てと審査請求の複数でしたが、不服審査の類型

としては審査請求に原則一元化されました。それが１つ目です。

２つ目として、もともとの処分に関与していない審査庁の職員が審理手続を行う審理員

という制度が導入されました。
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３つ目として、第三者の立場から審査庁の裁決の判断の妥当性をチェックする行政不服

審査会等への諮問手続が導入されました。この３つが主なポイントの内容です。

その改正内容を受けて、１ページ、第１奈良県個人情報保護条例については、個人情報

の開示決定等に係る審査請求に対して既存の奈良県個人情報保護審議会において実質的な

審理が行われていることから、審理員による審理手続に関する規定の適用を除外するなど

のため、所要の改正を行うものです。

２ページ、第２奈良県情報公開条例についても同様の趣旨から所要の改正を行うととも

に、奈良県情報公開審査会に諮問しなければならない実施機関として議会を加えるなどの

改正を行うものです。

３ページ、第３奈良県行政手続条例の一部改正ですが、これについても行政不服審査法

の改正に伴い、再調査の請求の制度が創設されたため、当該条例の適用除外対象に再調査

の請求の手続に係る処分等を追加するなど所要の改正を行うものです。施行期日は、平成

２８年４月１日からとしています。

２２ページ、奈良県職員定数条例等の一部を改正する条例です。これは行財政改革を推

進するとともに、定員のより一層の適正化を図るため、先ほども予算案の概要で、少し触

れましたが、知事部局、各行政委員会等の定数について改正を行うものです。施行期日は、

平成２８年４月１日からとしています。

２７ページ、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例です。地方公務員法の改正

に伴い降給の事由を追加するなどのため所要の改正をするものです。具体的には降給の種

類を職員の意に反して当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更するこ

とを言う降格と職員の意に反して当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更す

ることを言う降号と定義するとともに、それぞれの事由を定めるなどの改正を行うもので

す。施行期日は、平成２８年４月１日からとしています。

３４ページ、知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例です。厳

しい財政状況等に鑑み、従前から行っている知事、副知事、常勤の委員、教育長及び一般

職の職員の給与の額を減ずる特例措置の実施期間を１年間延長し、平成２９年３月３１日

まで継続するため、所要の改正を行うものです。施行期日は、平成２８年４月１日からと

しています。

３６ページ、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例です。地方公務員災害補償法施行令の改正に準じ、障害厚生年金等により年金
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が支給される場合に傷病補償年金、休業補償を調整するための率を現行の０．８６から０．

８８に変更するなどのため、所要の改正をするものです。施行期日は、平成２８年４月１

日からとしています。

３９ページ、学校教育法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例です。学校教育法が

改正され、現行の小学校、中学校に加えて小学校から中学校までの義務教育を一貫して行

う義務教育学校が新たな学校の種類として規定されたことに伴い、関係条例の整備を行う

ものです。このうち総務部に関するものは、１の（１）の職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部改正及び（２）の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例の一部改正の２つです。施行期日は、平成２８年４月１日からとしています。

４６ページ、県吏員職員退隠料条例の一部を改正する条例です。刑法が改正されたこと

に伴い、刑の一部の執行猶予制度が導入されることになりました。これにより刑の一部執

行猶予期間中は普通退隠料等を支給することとなるため、所要の改正をするものです。施

行期日は、規則で定める日からとしています。

２１７ページ、奈良県税条例の一部を改正する条例です。法人県民税の特例制度につい

て、平成２８年３月３１日に課税期間の期限が到来することから、奈良県税制調査会に諮

問を行った結果、引き続き継続することは妥当との答申を得たことを受け、課税期間をさ

らに５年間延長するため、所要の改正を行うものです。施行期日は、平成２８年４月１日

からとしています。

なお、当該特例制度による税収については、社会福祉施設等整備基金に積み立てて、社

会福祉の増進と医療の向上を図る施設の整備に活用しています。今後ともこれら福祉施設

等の充実を進めたいと考えています。

２１９ページ、奈良県森林環境税条例の一部を改正する条例です。個人及び法人の県民

税の均等割に上乗せする形で特例の適用している奈良県森林環境税について、奈良県税制

調査会から引き続き継続することは妥当との答申を得たことを受け、適用期限を延長する

ため、所要の改正を行うものです。具体的には個人の県民税に係るものが平成３２年度分

まで、法人の県民税に係るものが平成３３年３月３１日までの間に開始する事業年度分ま

での延長としています。施行期日は、平成２８年４月１日からとしています。

なお、当該森林環境税を用いた使い道、使途事業については、従来の取り組みを今後と

も継続することにより施業放置林の整備等を進めるとともに、この税の趣旨について理解

をより広く県民にいただく観点から沿道における植栽整備の推進にも活用したいと考えて
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います。

３０３ページ、奈良県病院事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例です。県立五

條病院で行っていた病院事業の廃止に伴い、関係条例の整備を行うものです。このうち総

務部に関するものは、２の（１）職員の特殊勤務手当の条例の一部改正及び（２）奈良県

特別会計設置条例の一部改正の２つです。具体的には前者の（１）は病院に勤務する職員

に支給される特殊勤務手当に係る内容を削除、後者については病院事業の廃止に伴い奈良

県病院事業特別会計を廃止し、奈良県病院事業清算費特別会計を設置するものです。施行

期日は、ともに平成２８年４月１日からとしています。

３２９ページ、行政不服審査法に基づく書面等の写し等の交付手数料に関する条例です。

先ほど説明しました行政不服審査法の改正に伴い、書面等の写し等の交付を受ける審査請

求人または参加人が納付しなければいけない手数料に関し必要な事項を定めるものです。

施行期日は、ともに平成２８年４月１日からとしています。

３３２ページ、奈良県行政不服審査会条例です。行政不服審査法の改正に伴い、新たに

条例制定するものです。具体的には審理員から提出された裁決案について審査庁が第三者

機関に諮問することが必要となったため、新たに知事の附属機関として奈良県行政不服審

査会を設置することとし、委員数などの組織に係る事項、委員の任期、資料等の写しの交

付に係る手数料などに関する必要な事項を定めするものです。施行期日は、ともに平成２

８年４月１日からとしています。

３４９ページ、奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその

支給条例等の一部を改正する条例です。国の指定職及び特別職の給与改定に準じて、県議

会議員、知事及び副知事、常勤の委員並びに教育長の期末手当を０．０５カ月分プラス改

定するため、奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給

条例ほか３つの関連条例を改正するものです。施行期日は、一部を除き平成２８年３月３

１日からとしていますが、平成２７年分の期末手当については平成２７年１２月１日から

の適用としています。

３６０ページ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例です。これは

人事委員会の給与に関する勧告等に鑑み、一般職の職員の給料、初任給調整手当及び勤勉

手当の額の改定等を行うものです。具体的には、まず一般職の職員の給与に関して、給料

表を人事委員会勧告に準じて改定するもの、次に、病院事業の廃止に伴い所要の規定整備

を行うもの、また地方公務員法の改正に伴い等級別の基準職務を条例に規定するほか昇給
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及び勤勉手当に反映する勤務成績の期間を改めるもの、３６１ページ、初任給調整手当に

ついて上限額を改定するとともに、獣医師を新たに対象とするもの、このほか勤勉手当に

ついて、人事委員会勧告に準じ支給月数を０．１カ月分プラス改定するものです。

３６３ページ、任期付職員及び任期付研究員についても人事委員会勧告に準じて給料表

等を改定します。

３６４ページ、県営水道の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部改正については、先ほどと同様に地方公務員法の改正に伴い勤勉手当に反映する勤

務成績の期間を改めるものです。施行期日は、一部を除き平成２８年３月３１日からとし

ていますが、人事委員会勧告に準ずる給料表の改定等については平成２７年４月１日から、

平成２７年度分の勤勉手当については平成２７年１２月１日からの適用としています。条

例に関する説明は以上です。

続いて、「条例その他予算外議案」について説明します。目次の２ページ、契約及び計

画に係るその他の議案については、本委員会に付託されているものは平成２８年度議案の

議第４９号から議第５１号の３件で、このうち総務部に関するものは１件です。２６０ペ

ージ、包括外部監査契約の締結についてです。地方自治法第２５２条の３６第１項の規定

により包括外部監査契約を締結したいので、その議決を求めるものです。契約の目的、始

期、金額、相手方は、記載のとおりです。

「平成２７年度一般会計特別会計補正予算案その他（追加提出分）」の目次の契約等で

すが、奈良県防災行政通信ネットワーク再整備事業に係る請負契約の締結など１０件で、

そのうち総務部に関するものは１件です。

３４ページ、関西広域連合規約の一部変更に関する協議についてです。関西広域連合が

処理する事務にまち・ひと・しごと創生法第９条第１項に規定する計画、いわゆる地方創

生総合戦略に係る事務を追加することに伴い、関西広域連合規約を変更することについて、

地方自治法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求めるものです。

報告案件は、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告など２件ありま

すが、総務部に関するものは地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告の

うち２つです。

４０ページ、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一

部を改正する条例は、地方公務員法の改正に伴い引用する条文の整備を行うものです。

４１ページ、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例は、行政不服審
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査法の改正に伴い関係条例について引用する条文等の整理を行うもので、総務部に関する

ものは奈良県職員に対する退職手当に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例、奈

良県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、奈良県税条例の４つです。

以上が総務部所管事項にかかわる付託議案等です。

最後に、資料「平成２６年度決算に係る決算審査特別委員会」の要望事項に対する措置

状況について、主に平成２８年度に取り組む内容について説明します。

１ページ、市町村が主体的に取り組む企業誘致など地域の活性化につながる施策を支援

されたいとの要望に対しては、主に平成２８年度取り組む内容について、県内市町村にお

ける地方創生の好事例等の情報を発信するなど支援の充実を図っていきます。また、工業

ゾーンの創出については、県と市町村とが連携し整備に向けた具体の検討を進めていきま

す。

次に、待機児童の解消に向けて、市町村への取り組みの支援と保育士確保に取り組まれ

たいとの要望に対しては、平成２８年度は新たに保育士の負担を軽減することにより保育

士の離職防止を図る保育補助者の雇い上げに対する補助や若手保育士定着促進のための研

修等を実施します。

救急医療体制の充実に向けた取り組みを推進し、救急搬送時間の短縮に努められたいと

の要望に対しては、ｅ－ＭＡＴＣＨシステムの入力の簡素化や手順の短縮のための改修を

実施します。また、県立医科大学附属病院にヘリポートを整備し、県独自のドクターヘリ

の運航を開始する予定にしています。

橿原公苑について、今後必要となる施設の改修等に適切に対応されたいとの要望に対し

ては、橿原公苑のあるべき将来の姿を平成２８年３月に取りまとめ、それに基づき今後必

要となる施設の改修等を実施していきます。なお、緊急的に必要な修繕や改修として、陸

上競技場トラックや芝生の一部張りかえを実施することとしています。

２ページ、創業希望者が迅速に県内で創業できるよう、各支援機関と連携しながら最適

な支援を行われたいとの要望に対しては、県制度融資において利子及び保証料の全額を県

が負担する制度を３０歳未満の若者が県内で創業する場合にも拡大することとしています。

薬用作物の生産振興のため、県が生産者と販売先をつなぐコーディネーターの役割を果

たされたいとの要望については、国内の製薬・食料品メーカー等を対象とした国産生薬利

用商品開発意向調査の結果に基づき、県内の栽培者と全国の製薬・食品企業等とのマッチ

ングを推進していくなど生産者と販売先をつなぐ取り組みを進めてます。
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大和野菜等のブランド化など、農家の所得を上げる「儲かる農業」に向け取り組まれた

いとの要望については、生産、流通、加工、販売を一気通貫に取り組む縦型事業協同組合

のモデルとして、大和野菜の生産拡大の実証実験に取り組むとともに、柿、イチゴで品質

にこだわった農畜水産物ブランド認証制度の運営をスタートすることとしています。

３ページ、県営住宅の今後のあり方の検討に当たっては、居住者に配慮しつつ、敷地・

跡地をまちづくりに役立てる観点を持って取り組まれたいとの要望に対しては、県営住宅

桜井団地の建てかえにあわせて桜井市と協働して同団地内に地域の暮らしに必要な機能を

導入する方針などを示した基本計画を平成２８年３月末に策定します。平成２８年度は、

これに基づき整備に係る基本設計等を進めるとともに、その他の県営住宅についても立地

市町村と連携し、要望の趣旨を踏まえあり方の検討を進めます。

いじめや不登校の減少に向け、スクールカウンセラーの配置を充実されたいとの要望に

ついては、平成２８年度は新たに児童生徒の相談相手となる学生ボランティアを小学校等

に派遣するほか、県立高等学校で重大事態が発生したことに鑑み、スクールカウンセラー

を緊急的に重点配置します。また、私立学校におけるスクールカウンセラーの配置に対す

る補助の対象を小・中学校から高等学校にも拡大します。

なお、お手元に平成２８年度予算案の主な取り組みなど予算案の関係資料、その他資料

をお配りしています。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いします。

○長岡危機管理監 危機管理監所管の議案について説明します。

まず平成２８年度当初予算案について説明します。「平成２８年度一般会計特別会計予

算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案の概要」の７９ページ、２救急・周産

期医療体制の構築の（１）救急医療体制の充実、奈良県救急医療管制システム、いわゆる

ｅ－ＭＡＴＣＨ事業です。救急搬送ルールを円滑に運用するため、ｅ－ＭＡＴＣＨシステ

ムを全消防本部及び県内の救急搬送病院に導入しているところですが、来年度は先ほど総

務部長が説明しましたが、操作時間の短縮を図るための入力の簡素化に係るシステムの改

修を行うこととしています。

１２９ページ、１県土の防災力の向上の（１）自助・共助の推進、安全・安心まちづく

り推進事業です。県民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、新たに県警

察本部と県が協働して犯罪抑止と交通事故防止を図るべく犯罪や交通事故の分析結果に基

づく中・長期的な施策をまとめた、（仮称）安全安心の確保のための奈良県基本計画を策
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定します。

また、新たに奈良県安全・安心まちづくり旬間を実施することにより、地域の防犯意識

を高めるとともに、自主防犯・防災団体の組織化、活性化を推進するため県民大会や地域

リーダーの養成、そのフォローアップ研修など記載の取り組みを実施します。

新規事業の市町村住民避難対策支援事業です。昨年の関東・東北豪雨災害などの大規模

災害の教訓を踏まえ、大和川流域の市町村間で整合のとれた避難勧告等の発令の基準を策

定するため、国の大和川河川事務所とも連携しながら市町村とともに検討を行っていくも

のです。また、市町村向けの避難所運営に関する実務研修も実施します。

新規事業の近畿府県合同防災訓練の実施です。災害時における防災機関の相互の連携を

深めるとともに、参加機関の災害対応能力の向上、広域応援体制の検証、県民の防災意識

の高揚等を図るため、近畿危機発生時の相互応援に関する基本協定等に基づき近畿２府７

県、緊急消防援助隊、関西広域連合と関係団体の参加のもとに防災総合訓練を実施するも

のです。

１３０ページ、（２）基盤整備の推進、陸上自衛隊駐屯地誘致推進事業です。駐屯地の

県内誘致の早期実現に向け引き続き国への提案・要望活動を実施するとともに、陸上自衛

隊のヘリポートを併設した駐屯地の誘致のための調査や誘致気運の醸成のため県民向けの

イベントを開催します。

奈良県広域防災拠点整備基本構想策定事業です。南海トラフ巨大地震等が発生した際、

県内外から大量の人的・物的支援を受け入れて被災地を迅速に支援できる広域防災拠点の

整備等のため広域防災拠点の機能の精査及び自衛隊施設との機能整理を行うものです。

孤立集落の支援対策事業です。災害時に孤立する可能性のある集落においてヘリコプタ

ーによる救助を迅速・的確に受けられるよう市町村が設定した臨時ヘリコプター駐機スペ

ースの有効性を調査するものです。平成２８年度は、平成２７年度の調査により活用がで

きないことが判明した臨時ヘリコプター駐機スペースにかわる候補地を調査するものです。

奈良県防災行政通信ネットワーク再整備事業です。これは１２月定例会で債務負担行為

の設定をご承認いただいた防災行政通信ネットワークの再整備工事について歳出予算計上

するものです。

新規事業の災害対応市町村連携訓練実施事業です。災害時に県が迅速・的確な対応を行

うためには市町村との情報収集などにおける連携強化が重要であることから、市町村が災

害対応を適切に行えるよう市町村防災担当職員を対象とした図上演習等を実施するもので
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す。

１３３ページ、３消防力の強化、広域消防通信システム補助事業です。消防広域化を行

った３７市町村に対する支援として、消防救急無線及び消防指令センターの整備に係る費

用のうち市町村及び奈良県広域消防組合の実負担額に対して県が２分の１の補助を行うも

のです。

消防力強化支援事業です。災害時における消防団による初期活動の充実を図るため市町

村が行う消防団車両等の整備に対して補助を行い、その計画的な整備を促進するものです。

４治安の強化、地域防犯力の向上・強化事業です。地域の自主的な防犯活動を行う事業

所をサポート事業所として登録いただくとともに、地域防犯重点地区支援事業として防犯

カメラの設置を行う自治会や自主防犯団体を支援する市町村に対し補助を行います。

１３４ページ、５交通安全の推進、交通安全対策推進事業です。自主的に交通安全活動

を行う事業所をサポート事業所として登録いただくものです。以上が予算に関する説明で

す。

続いて、予算外議案について説明します。「平成２７年度一般会計特別会計補正予算案

その他（追加提出分）」の２５ページ、奈良県防災行政通信ネットワーク再整備に係る請

負契約の締結です。防災行政通信ネットワークを再整備するための工事を行うもので、日

本無線株式会社関西支社を契約の相手方として、契約締結の日から平成２９年３月２７日

までの工期で、契約金額３５億８，４５５万５６４円で請負契約を締結するものです。

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほうお願いいたします。

○一松地域振興部長 予算案の概要について地域振興部所管の事業について主要事業、

新規事業を中心に説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」１１１ページ、くらしの向上［学びの支援］です。１地域の教育力の充実、教育

政策推進事業で、総合教育会議、奈良県教育サミットを開催するなど奈良県教育等の振興

に関する総合的な施策を推進します。

１１６ページ、３私学の振興、私立学校教育経常費補助金、私立幼稚園教育経常費補助

金ですが、私立学校及び私立幼稚園の経常的な経費に対して引き続き補助します。

１１７ページ、新規事業のＡＬＴ配置促進事業費補助金ですけれど、ＡＬＴ、すなわち

外国語指導助手の配置を行う私立学校に対して補助をします。

私立高等学校授業料軽減補助金ですが、私立高校生等のいる世帯の教育費負担軽減のた
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め授業料軽減を行った学校法人に補助します。

私立学校奨学のための給付金支給事業、学び直しへの支援事業ですが、それぞれ低所得

者の就学及び高等学校等の中途退学者の就学を支援します。

１１８ページ、新規事業の認定こども園等の移行支援事業ですが、私立幼稚園の認定こ

ども園等への移行の準備に要する経費を補助します。

４県立大学の充実、公立大学法人奈良県立大学運営費交付金、公立大学法人奈良県立大

学中期目標関連費補助ですが、奈良県立大学に対し所要の経費を交付します。

１１９ページ、くらしの向上［文化の振興］１歴史文化資源の活用の（１）文化資源の

データベース化、整備・活用の支援です。総合的文化施策検討事業ですが、文化・芸術の

振興に関する総合的・戦略的な施策を推進するための有識者会議を設置・運営し、文化振

興大綱を策定します。

文化資源データベース構築事業は、県内の歴史文化資源のデータベースを構築し、情報

発信します。

文化資源整備活用事業ですが、その中で文化財保存事業費補助金について県指定文化財

の保存・修理に対し引き続き補助します。

文化資源活用補助金ですが、国・県指定文化財の活用、記紀・万葉プロジェクト等に関

連した市町村指定及び未指定文化財の保存修理及び活用に対し補助します。

１２０ページ、（２）情報発信強化・国際展開新規事業の（仮称）聖徳太子プロジェク

ト推進事業ですが、聖徳太子没後１４００年に向けてプロジェクトを推進します。

新規事業の奈良の仏像海外展示準備事業ですが、県内の仏像を世界の著名な美術館で展

示する展覧会の開催を準備します。

１２１ページ、（３）地域への展開・人材育成等（仮称）奈良県国際芸術家村整備事業

では、歴史文化資源活用の先駆的拠点である奈良県国際芸術家村の施設・設備等の整備に

おいて基本計画の策定を行うほか運営体制の構築に向けた検討などを行います。

新規事業の奈良県文化芸術振興奨学金事業ですが、文化財修復技術分野など文化芸術分

野への就業を希望する大学生などの人材確保するため基金を創設して、要件を満たした者

の奨学金返還免除額に相当する額を負担します。

（４）記紀・万葉プロジェクトの推進のうち文化資源の活用に関する事業につきまして

は平成２８年度より地域振興部が所管します。

１２２ページ、「記紀・万葉プロジェクト」広報ＰＲ事業ですが、各種メディアへの露
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出機会の増大を図るため、新たに記紀・万葉をテーマとしたミュージカル・演劇など誘致

活動を行うとともに、日本書紀ＰＲ映像などを活用した情報発信します。

日本書紀を学ぶ事業ですが、日本書紀をテーマにした講演会等を引き続き開催すること

に加えて、新たに首都圏の女性をターゲットにした（仮称）ヤマト撫子大学を開催します。

１２３ページ、２文化芸術イベントの開催、ムジークフェストなら２０１６開催事業で

すが、奈良公園春日野園地での大規模野外コンサートや市町村との連携コンサート、世界

遺産の社寺における５周年記念公演を実施します。

奈良県大芸術祭の開催ですが、県内における文化芸術活動のさらなる発展のため、引き

続き大芸術祭を開催します。

国民文化祭開催準備事業は、平成２９年度に開催する国民文化祭の実施計画の策定、公

式ポスター、イメージソングの制作及びプレイベント等を実施します。

全国障害者芸術・文化祭開催準備事業ですが、国民文化祭と同時開催することにしてい

る全国障害者芸術・文化祭のプレイベントを実施します。

１４２ページ、くらしの向上［エネルギー政策の推進］です。１エネルギー政策の推進、

エネルギービジョン推進事業ですが、地域における小水力発電の取組経費の一部補助、県

内の中小企業者の省エネルギー対策への経費の一部補助を引き続き行います。

スマートハウス普及促進事業ですが、家庭における省エネ・創エネ・蓄エネ設備の普及

を促進するため、太陽光パネルとあわせて蓄電池や燃料電池等の設置、太陽熱利用システ

ム等を設置する県民に対してその経費の一部補助を引き続き行います。

新規事業の再生可能エネルギー活用調査支援事業ですが、市町村等が実施する地域振興

等を目的とした再生可能エネルギー導入可能性調査に対して経費の一部を補助します。

新規事業の小型風力発電導入可能性研究事業では、新技術である小型風力発電設備を活

用した県内での新たな風力発電の導入可能性について調査・検討を実施します。

１４３ページ、新規事業の災害時エネルギー自給支援事業ですが、大規模災害時に孤立

のおそれのある集落について災害時に必要な電力等を自給するための避難所への設備導入

経費の一部を補助します。

１８２ページ、１奈良モデルの推進です。「奈良モデル」推進事業ですが、引き続き県

と市町村の連携・協働に向けた具体的な検討を行うとともに、県民に奈良モデルの取組に

ついて情報提供を行うためにジャーナルを発行します。

また、新たに今後の奈良モデルのあり方について検討するとともに、国機関への提言や
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県内外への情報発信を行うための報告書を作成します。

「奈良モデル」推進補助金ですが、新たに広域連携に取り組む、または県からの権限移

譲を受ける市町村等に対し補助を行います。

「奈良モデル」推進貸付事業ですが、複数の市町村が連携して取り組む大規模な施設整

備に対し貸し付けを行います。

１８３ページ、新規事業の市町村税収確保強化事業ですが、県とモデル市町村が実行委

員会を組織して、実行委員会形式により市町村税納税促進コールセンターを設置し、市町

村税の納税促進を図ります。

県域水道ファシリティマネジメント推進事業です。中和１０市町村、磯城郡、北葛城郡

及び北和４市において、施設及び業務の共同化を検討するとともに、新たに県営水道エリ

アにおける水道事業広域化を推進するため、県営水道エリアの全市町村の水道事業の経営

事業を比較・分析します。

五條・吉野エリア施設共同化推進事業、簡易水道統合・共同化推進事業では、県域水道

ファシリティマネジメントの取組を五條・吉野エリア、簡易水道事業エリアでも取組を進

めます。

新規事業の過疎地域飲料水・生活用水供給手法検討事業ですが、簡易水道地域のモデル

地区において最適な飲料水・生活用水供給手法を検討します。

１８４ページ、２行政経営向上への取組支援、活力あふれる市町村応援補助金、１８５

ページ、市町村振興資金貸付事業ですが、これらの事業により市町村の個別事業への支援

を引き続き行い、行政経営向上に取り組む市町村を支援します。

なお、金額欄記載の２月補正分については、国補正予算等に対応するため、全額を平成

２８年度に繰り越します。

続いて、「平成２７年度の２月補正予算案の概要（追加提出分）」、増額補正で３ページ、

地域振興基金積立金ですが、今後とも奈良モデルや市町村との協働によるまちづくりを積

極的に推進するため、その資金となる１０億円を基金へ積み立てするものです。

次に、減額補正を、知事及び県議会議員選挙執行費ですが、６，７００万円の減額を計

上しています。これは平成２７年４月に行われた知事及び県議会議員選挙において立候補

者が見込みより減になったこと等により減額するものです。

再生可能エネルギー等導入推進事業は４億６，４５５万円の減額を計上しています。こ

れは市町村において平成２７年度中に着手する事業箇所数が当初見込みより減少したこと
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などにより減額するものです。

４ページ、繰越明許費補正、新規について、再生可能エネルギー等導入推進事業ですが、

事業主体である県水道局の御所浄水場小水力発電導入事業の工事のおくれにより２，５４

８万９，０００円の繰越措置をお願いするものです。

５ページ、県立大学整備事業ですが、県立大学１号館等耐震改修工事の設計に不測の日

数を要したため建設費１億９，３７０万円の繰越措置をお願いするものです。

続いて、地域振興部所管の条例について説明します。「平成２８年２月県議会提出条

例」１７ページ、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例です。附属機関の設

置について、地域振興部の所管は、（１）文化資源活用補助金選定審査会、（２）奈良県文

化芸術振興奨学生選考委員会です。

（１）文化資源活用補助金選定審査会ですが、先ほど予算案の概要で説明しました文化

資源活用補助金に係る事業について審査する審査会を新たに知事の附属機関として設置す

るものです。

（２）奈良県文化芸術振興奨学生選考委員会ですが、先ほど予算案の概要で説明しまし

た奈良県文化芸術振興奨学金事業を実施するに当たり、応募した者に対して選考を行う審

査委員会を新たに知事の附属機関として設置するものです。それぞれ平成２８年４月１日

から施行することとしています。

３３８ページ、奈良県文化芸術振興奨学金基金条例です。これは今説明しました奈良県

文化芸術振興奨学金事業を実施するに当たり、奨学金返還を免除するための基金を設置す

るものです。平成２８年４月１日から施行することとしています。

続いて、「条例その他の予算外議案」の２５９ページ、さくら広域環境衛生組合の公平

委員会の事務を県が受託することについてです。吉野町ほか６町村においてごみ処理施設

の設置及び管理運営に関する事務を共同処理するさくら広域環境衛生組合に係る公平委員

会の事務を、平成２８年４月１日から県が受託することについて議決をお願いするもので

す。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○辻本南部東部振興監 それでは、南部東部振興監所管の予算議案について説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の１４９ページ南部地域・東部地域の振興、訪れてみたくなる地域づくり（１）

魅力を発見する、創るの新規事業の全国過疎問題シンポジウム２０１６ｉｎなら開催事業
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です。全国の過疎地域における優良な取組を紹介するとともに、地域の魅力を発信するシ

ンポジウムを総務省及び県内過疎市町村と共同で１０月に開催します。

新規事業の奥大和振興シンポジウム開催事業です。今年度、平成２７年度までは紀伊半

島大水害シンポジウムとしていましたけれども、名称を改めて、奥大和地域が今後、頻繁

に訪れてもらえる、住み続けられる地域となるようシンポジウムを開催し、今後の取組に

つなげます。

１５０ページ、（２）知ってもらうの奥大和の食によるプロモーション事業ですけれど

も、キッチンカーによるプロモーションに加えて、新たに酔虎伝など居酒屋チェーンの展

開するマルシェ株式会社や奈良健康ランドと連携し、メニューへの食材の活用等により奥

大和のプロモーションを展開します。

新規事業の大手百貨店連携プロモーション事業です。阪神百貨店梅田本店で行われます

バルや手技工芸展に参加し、奥大和地域の食材や特産品のプロモーション、移住情報の発

信を行います。

１５１ページ、（３）訪れてもらう、体験してもらうの奥大和の特色を活かしたイベン

ト開催事業です。記載のとおり音楽イベントやアートイベント等奥大和地域の特色を生か

したイベントを実施し、地域を訪れてもらう機会を創出します。来年度は新たに自然豊か

な奥大和地域で子育てを体験し、地域のよさを知ってもらうための森のようちえんを開催

する予定です。

また、４回目を迎えます奥大和ゆうゆう祭に関しては、１０月に吉野町で開催の予定で

す。

奥大和の特色を活かしたイベント支援事業です。これまでのおもてなしプログラムへの

支援に加えて、新たに奥大和地域で住民が参加して開催される地域の自然環境等の特色を

生かした新たな参加型イベントの支援を行う予定です。

新規事業の近鉄と連携した奥大和の魅力発信事業です。近畿日本鉄道株式会社と連携し、

奥大和地域の魅力を発信する旅行商品を造成し、ＰＲします。

新規事業の道の駅を活用した奥大和活性化事業です。道の駅を奥大和地域の活性化に向

けた拠点として活用するため、利用者の状況や利用ニーズ等を調査するとともに、課題を

抽出し、今後のあり方を検討します。

路線バスを活用した奥大和への誘客促進事業です。平成２７年４月から平成２８年１月

末までの１０カ月間で延べ約２万５，０００人の方に利用いただいています。キャンペー
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ン参加施設の宿泊者数は、前年度に比べて１７％の増加となっています。新年度は特に効

果がある冬の閑散期に重点を置いたオフシーズン対策として、期間を１２月から３月に限

定して実施します。

１５５ページ、２住み続けられる地域づくりの（２）暮らしやすくする、新規事業の安

心して暮らし続ける奥大和生活支援事業です。奥大和地域の住民の方々が安心して暮らし

続けていけるよう、買い物や移動手段の確保のための車両の購入など市町村等におけるモ

デル的な取組に対して支援を行います。

新規事業のふるさとへの愛着心育成事業です。若者の奥大和地域への定着に向け、地元

への愛着心を深めるため、高校生と小・中学生が一緒になって主体的に取り組む地域の魅

力を発信するイベントを開催します。

１６０ページ、（４）移り住んでもらう、奥大和移住促進事業です。これまでの情報発

信や拠点施設への整備への支援に加えて、新たに旧耳成高校のセミナーハウス内に移住者

の情報交換や交流の拠点となる奥大和移住定住交流センターを開設して、移住・定住相談

員を配置します。また、空き家バンクの取組を行う自治体や民間団体等が集まり、全国の

優良な取組を共有する空き家バンクサミットを１１月に開催します。

新規事業の奥大和移住・定住連携協議会運営事業です。昨年９月に設立した県と奥大和

地域１９市町村で構成する同協議会において、広域での移住情報の発信や各市町村の相談

窓口の充実に向けた取組や移住体験プログラムなどを実施します。

ふるさと創生協力隊等設置・支援事業です。協力隊員が抱える課題解決に向けた意見交

換や新たな人脈づくりのための交流会を開催するほか、起業家に向けたセミナーや公認会

計士等による個別相談を新たに実施します。

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○福井観光局長 観光局所管の提出議案のうち、まず提出予算案について、説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案の

概要」の３８ページ、経済の活性化［観光の振興］です。そのうち宿泊産業の育成支援と

して、新規事業の奈良県ビジターズビューロー活動強化事業は、ビジターズビューローが

旅行商品のブランド名を大和しかバスツアーと名づけて、花の名所や絶景などその季節な

らではの観光スポットを組み入れたバスツアーなどを企画して、積極的にセールスを行う

事業に補助するものです。

修学旅行誘致促進事業は、修学旅行の目的地、宿泊先の決定に大きく関与される校長や
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教職員、そして旅行会社をターゲットとした誘致活動を推進します。新たに修学旅行誘致

ポータルサイトを立ち上げて、充実したコンテンツを制作し、全国への情報発信を強化し

ます。

３９ページ、新規事業の吉野・天川・十津川宿泊観光推進事業は、宿泊施設が集中して

いる３地域の観光力の向上を目的として、積極的な情報発信を行う吉野・天川・十津川連

携観光協議会に対し負担金を支出するものです。

３観光の環境整備、（１）案内力・説明力の向上の４１ページ、奈良盆地周遊型ウォー

クルート造成事業は、奈良盆地全体を歩いて快適にぐるっと１周できるルートを造成しま

す。地元市町村と協定を提携した上で、区間を区切って順次ルートの設定及び案内サイン

の整備を進めます。

新規事業の奈良県観光サービス改善委員会設置事業は、奈良県を訪れる観光客に対する

サービスの向上を目的として、県関係者、観光関連事業者、交通事業者、有識者等による

委員会を設置して、観光客などからいただいた要望や意見をもとにサービス改善のための

方策を検討するとともに、観光関連事業者にフィードバックして観光サービスの改善を図

ります。

４５ページ、４イベントの充実、（５）地域連携型イベントとして、宿泊観光客の増加

に向けた冬期イベント展開事業については、冬期のオフシーズンの宿泊観光客の増加を図

るため、無病息災を祈る奈良大立山まつりを核とした誘客重点キャンペーンを平成２８年

度においても引き続き展開します。

４７ページ、５にぎわいの拠点づくり、（２）奈良公園として、奈良県外国人観光客交

流館整備事業は、奈良県猿沢インですけれども、外国人観光客が交流・宿泊できる拠点施

設として、平成２８年１１月予定のグランドオープンに向けて宿泊機能、文化体験・イベ

ントスペース等を整備するものです。

奈良県外国人観光客交流館運営事業は、猿沢インにおいて外国人観光客が県内を快適に

周遊するための観光情報の提供や外国人スタッフによるフェイスブック、ツイッター等の

ＳＮＳを活用した情報発信、新たに宿泊サービスの提供や中南和等へのエリアツアーの企

画・販売を行う予定です。

４９ページ、６観光情報発信として、奈良県観光キャンペーン事業は、春日大社第六十

次式年造替を契機として、東京を中心とした大都市圏で旅行事業者やメディア関係者を対

象とした旅行商品会や商談会を実施します。また、テレビや女性雑誌、インターネット等
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を連動させた広域広報を展開していく予定です。

首都圏情報発信プロジェクト事業については、歴史文化ファンの多い首都圏から奈良に

観光客を呼び込むため、東京駅に隣接した情報発信拠点や、交通メディア、雑誌などを活

用した情報発信事業を行います。また、新たに歳時記と関連づけて奈良県の地域の魅力を

発信する情報コンテンツ、奈良の暦を制作します。

５１ページ、７外国人観光客の誘致として、新規事業の地域観光マーケティング推進事

業は、観光に関する市場ニーズを的確に把握し、効果的なプロモーションを実施するため、

観光マーケティングの専門家などが参画する委員会を設置し、ターゲットとする市場のリ

サーチやプロモーション手法を検討します。また、日本版ＤＭＯ、ディスティネーショ

ン・マネジメント・オーガナイゼーションですけれども、この構築に向けた検討なども行

う予定です。

５２ページ、外国人観光客誘致戦略新市場開拓キャンペーンは、県が独自に富裕層市場

等へのプロモーションを実施するとともに、切れ目のない海外プロモーションを展開する

ためのプロモーターや着地型商品を造成するためのコーディネーターを設置して、奈良県

での宿泊を多く見込んだ旅行商品を造成する旅行会社・海外メディア等へプロモーション

を展開します。また、関西広域連合による東南アジア市場へのトップセールスに参加して、

本県の魅力をＰＲします。

新規事業の奈良県ビジターズビューローインバウンド誘致促進事業は、奈良県ビジター

ズビューローが外国人観光客向けの旅行商品着地オペレーターを設置することに対して、

補助を行うものです。

８ＭＩＣＥの誘致ですが、国際会議開催支援事業は、本年６月に奈良で開催されるＵＮ

ＷＴＯ、これは国連世界観光機関ですけれども、アジア太平洋地域委員会及び秋に開催さ

れる第５４回電気通信・情報作業部会が円滑に運営できるよう、参加代表者団へのおもて

なしや奈良の魅力のＰＲを行うものです。

金額欄記載の２月補正分については、国補正予算等に対応するため、全額を平成２８年

度に繰り越すものです。

続いて、観光局所管の平成２７年度２月補正予算案についての説明をします。「平成２

７年度２月補正予算案の概要（追加提出分）」の４ページ、繰越明許費補正の新規、奈良

県外国人観光客交流館整備事業については、工法検討等に不測の日時を要したことにより、

９，７００万円の繰越措置をお願いするものです。
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続いて、観光局所管の条例案について説明します。「平成２８年２月県議会提出条例」

の４８ページ、奈良県手数料条例等の一部を改正する条例のうち、１（１）ア通訳案内士

の登録申請事務等を、関西広域連合が行うようになり、この通訳案内士の登録申請手数料

等を廃止するため、所要の改正をするものです。施行日は、平成２８年４月１日です。

２２１ページ、奈良県外国人観光客交流館条例の一部を改正する条例で、奈良県猿沢イ

ンの関係です。平成２８年１１月に全面オープンする予定の奈良県外国人観光交流館、猿

沢インですけれども、この料金を使用料として徴収するための所要の改正をするものです。

２２２ページから料金等の一覧表があります。施行日は、規則で定める日としています。

以上が観光局からの提出議案の概要です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○土井健康福祉部長 健康福祉部に係る提出議案のうち、平成２８年度当初予算案及び平

成２７年度２月補正予算案について、説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の７４ページ、くらしの向上［健康づくりの推進］です。１健康寿命日本一を達

成するための健康的な生活習慣の普及、健康ステーション設置促進事業です。健康づくり

を実践できる拠点である橿原市と王寺町の奈良県健康ステーションを引き続き運営すると

ともに、新たに市町村営の健康ステーションの設置を支援するための補助制度を設けるも

のです。

食育推進事業です。市町村の課題に応じた取り組みを推進するため、新たに市町村別の

野菜摂取量や食塩摂取量など食に関する実態調査を実施するものです。

７５ページ、２特定健診受診や介護予防の推進の、「スマホ」を活用した生活支援サー

ビス提供事業です。山間部の高齢者等を対象に、スマートフォンを活用して生活支援サー

ビス等を提供するため県が開発したアプリを搭載したスマートフォン等を市町村に貸し出

し、導入を促進するものです。

７６ページ、３疾病の早期発見、医療体制の充実等による早世の減少、がん検診推進事

業については、がん検診受診率５０％の目標達成に向け、平成２７年度までに実施をした

モデル事業により効果が実証された受診対象者への個別受診勧奨・未受診者への再勧奨に

ついて、これに取り組む市町村を支援するための補助制度を新たに設けるものです。

９０ページ、くらしの向上［福祉の充実］です。９１ページ、１障害者支援の充実

（２）福祉のア障害福祉サービス等の充実です。障害者福祉施設整備事業については、障

害者の就労支援や生活介護の場を整備するため２つの施設の創設に対して補助を行うもの
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です。

障害者通院支援のあり方検討事業は、恒常的に通院を必要とする障害のある人に対する

通院支援のあり方について、調査検証することにより公平公正な支援のあり方について検

討を行うものです。

イ住まいの確保、障害者グループホーム等整備事業です。障害のある人の住まいの場を

確保するため、４つの施設の創設に対して補助を行うものです。

９２ページ、ウ差別の解消と権利擁護の推進、障害のある人もない人もともに暮らしや

すい社会づくり推進事業については、同条例の全面施行に伴い窓口相談の開設など体制の

整備と普及啓発を行うものです。

９３ページ、（４）雇用のア一般就労への支援、障害者雇用拡大事業所支援事業につい

ては、障害者雇用に熱心に取り組む県内事業所に対して雇用拡大に必要な経費を補助し、

就労機会の創出、拡大を図るものです。

特例子会社設立・運営支援事業については、規模の大きな企業等を対象に特例子会社の

設立を強力に促進し、その運営を支援することにより障害のある人の雇用機会の拡大を図

るものです。

９４ページ、イ福祉的就労への支援、はたらく障害者応援プレミアム商品券発行事業に

ついては、授産商品等の購入を対象としたプレミアム商品券を発行するとともに、販売会

の開催を通して商品の認知度を高め、販路拡大につなげることにより障害のある人の工賃

向上を図るものです。

（５）社会参加のアスポーツ・文化芸術活動等、全国障害者芸術・文化祭開催準備事業

については、平成２９年度の同芸術・文化祭の開催を契機として、より一層障害のある人

とない人の交流の促進を図るため、平成２８年度はプレイベントを開催します。

９５ページ、イ県民理解の促進、まほろば「あいサポート運動」推進事業です。平成２

８年度は新たに障害のある人が支援・配慮を必要としていることを示す意思表示マークの

作成とその普及を通じて、障害のある人が支援を求めやすい環境づくりを進めるものです。

２地域包括ケアシステムの構築、介護予防・生活支援サービス推進事業については、地

域住民や高齢者の社会参加を推進し、生活支援の担い手となっていただくなど介護予防と

生活支援サービスの充実に向けて市町村の取り組みを支援するものです。

９６ページ、退院調整ルールづくり推進事業です。介護が必要な高齢者が退院に際し円

滑に在宅療養に移行できるよう、病院とケアマネジャーとの退院調整ルールづくりに取り
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組む市町村を支援するものです。

市町村在宅医療・介護連携拠点整備事業については、切れ目のない在宅医療、介護サー

ビスの提供体制を構築するため、ほかの地域のモデルとなる在宅医療・介護連携拠点の整

備に取り組む市町村を支援するものです。

市町村認知症初期集中支援推進事業です。認知症の早期診断・早期対応に向けた市町村

の支援体制が定着するよう、市町村の担当者等による会議や研修等を実施するものです。

９８ページ、３高齢者支援の充実（１）介護人材の確保及び介護保険制度の着実な運営

です。特別養護老人ホームの整備については、平成２７年度に整備を決定した５つの施設、

２３０床の整備に対して補助を行うものです。

地域密着型サービス施設等整備促進事業については、地域包括ケアシステムの構築に向

けて、地域の実情に応じて小規模多機能型居宅介護事業所など地域密着型サービス施設等

の整備を促進するものです。

介護職員初任者研修支援事業については、初任段階の介護職員が質の高い介護サービス

を提供する担い手となるよう介護職員初任者研修受講に要する経費に対して補助を行うも

のです。

訪問看護ステーション支援事業については、医療ニーズの高い要介護の高齢者が住みな

れた地域で安心して在宅療養生活を継続できる環境を整えるため、在宅において医療サー

ビスを提供する訪問看護ステーションに対して支援を行うものです。

９９ページ、高齢者の生活・介護等に関する県民調査です。平成２９年度に高齢者福祉

計画及び第７期介護保険事業支援計画の策定を行う必要がありますので、高齢者の日常生

活や介護等に関する実態の調査を行うものです。

（２）生きがいづくりの推進、１００ページ、高齢者就労支援事業です。高齢者の多様

な就労について情報発信を行う冊子の発行や高齢者の生きがいや就労の場となる起業に対

して補助を行うものです。

４総合的な福祉の推進、小さな拠点づくり推進事業については、県域における小地域で

の地域福祉を推進するため、県と王寺町が協働し、新旧住民が混在している地区において

モデル事業として地域の誰もが気軽に集える小さな拠点づくりに取り組むものです。

市町村社協活動支援事業については、県と県社会福祉協議会が協働し、地域福祉の推進

に必要な人材等をつなぐ県域の生活支援ネットワークを構築するとともに、地域における

支援活動の担い手であるコミュニティソーシャルワーカーの養成を行うものです。
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福祉・介護人材確保に向けた協働連携事業については、求職者が安心して就職できるよ

うに知事が認証する福祉・介護事業所認証制度を導入するとともに、高校や大学等の新卒

者を対象とした福祉・介護の仕事の魅力をＰＲする冊子を作成、活用し、人材の確保を図

るものです。

１０１ページ、生活困窮者自立支援対策事業です。新たに一般就労に結びつきにくい方

の就労準備支援を行うとともに、地域における子どもの生活・学習支援の拡充を図るもの

です。

介護福祉士等修学資金貸付原資造成補助金については、福祉、介護のサービスを担う専

門職である介護福祉士の資格取得を希望する方などに対する貸し付けを実施するため、県

社会福祉協議会に対して原資造成費の補助を行うものです。

５医療保険制度の円滑な運用で、１０２ページ、後期高齢者医療財政安定化基金事業で

す。保険料の収納不足や見込み以上の医療給付費の増加に対応するため、国、県、広域連

合が同額を県の基金に積み立てを行うものです。なお、積立額は条例で定める拠出率によ

り算定しますが、今県議会に上程している改正条例案に基づき所要額を計上しています。

６福祉医療対策の推進です。この４つの事業については、いわゆる福祉医療制度に係る

経費ですが、このうち子ども医療費助成事業については、子どもの健康保持や子育て支援

の観点から新たに平成２８年８月診療分から小学生、中学生の通院を医療費助成の対象と

することとしました。

なお、ただいま説明しました主要事業のうち障害者グループホーム等整備事業の金額欄

記載の２月補正分については、国補正予算に対応するため、全額を平成２８年度に繰り越

します。以上が健康福祉部に係る当初予算案、補正予算案の主要事業の概要です。

続いて、「平成２７年度２月補正予算案（追加提出分）」２ページ、増額補正で地域医療

介護総合確保基金積立金です。介護分として介護施設の整備や介護従事者の確保に係る事

業財源に充当するため、基金の積み増しを行うものです。国の緊急対策に伴い県の平成２

７年度基金積立金の増額補正について、平成２８年２月に各都道府県の事業量に応じた追

加内示があったことから、所要額を計上するものです。

国民健康保険財政安定化基金積立金については、国民健康保険法の改正により平成３０

年度から国民健康保険の財政運営を都道府県単位で行うことに伴い、保険料の収納リスク

や医療給付費の増加リスクに対応するため基金の造成を行うものです。

生活保護費については、生活保護法に基づく生活保護受給者の増加に伴い、所要額を計
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上するものです。

障害者自立支援給付事業については、障害者総合支援法に基づく居宅介護や生活介護等

を利用する障害のある人の増加に伴い所要額を計上するものです。

障害児通所給付事業については、児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサー

ビスなどを利用する児童の増加に伴い所要額を計上するものです。

国庫返還金で介護基盤緊急整備等支援基金については、高齢者グループホームや既存施

設のスプリンクラー整備などの財源に充当してまいりましたが、事業期間の満了に伴い基

金残高を国庫に返還するものです。

なお、高齢者グループホーム等の整備や施設の円滑な開設を図るための経費に対する助

成については、引き続き地域医療介護総合確保基金を活用して取り組んでまいります。

介護職員処遇改善等支援基金については、介護職員の処遇改善や介護施設の円滑な開設

を図るための財源に充当してきましたが、同じく事業期間の満了に伴い基金残高を国庫に

返還するものです。

３ページ、減額補正で、国民健康保険財政調整交付金です。国民健康保険調整交付金条

例の規定に基づき、平成２７年度に確定した基準財政需要額により交付するため所要の減

額を行うものです。

４ページ、繰越明許費補正です。県立障害福祉施設建替整備事業については、開発の前

提となる敷地の境界確定等に不測の日時を要したことから繰越を行うものです。

老人福祉施設整備事業については、特別養護老人ホームの整備に対し補助するものです

が、２つの施設において事業主体のおくれにより繰越を行うものです。

地域密着型サービス施設等整備促進事業については、地域密着型施設の創設等に対し補

助するものですが、４つの施設において事業主体のおくれにより繰越を行うものです。

以上が健康福祉部に係る２月補正予算案追加提案分の概要です。

「平成２８年度２月県議会提出条例」の３９ページ、学校教育法の改正に伴う関係条例

の整備に関する条例です。健康福祉部に関しては、１の（３）奈良県障害のある人もない

人もともに暮らしやすい社会づくり条例です。学校教育法の改正により新たな学校の種類

である義務教育学校が追加されたことに伴い、障害のある人が就学すべき学校に義務教育

学校を加えるため所要の改正をするものです。

４８ページ、奈良県手数料条例等の一部を改正する条例です。健康福祉部に係るものは、

１（１）のキ介護支援専門員実務研修手数料等の改定です。介護保険法施行規則に規定す
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る介護支援専門員に係る研修について、国の標準研修課程の見直しに準じて研修内容の充

実や時間数の増を図ることから受講料について所要の改正をするものです。なお、施行期

日は平成２８年４月１日とし、実務研修などの一部の研修については規則で定める日とし

ています。

２２９ページ、奈良県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例の一部を改正する条例です。地域的な要因等により障害福祉サービス事業所の開設が困

難な場合、介護保険制度上の指定小規模多機能型居宅介護事業者が障害者総合支援制度上

の自立訓練とみなされる通いサービスを提供できることとなったことに伴い、指定小規模

多機能型居宅介護事業所が行う通いサービスを児童発達支援とみなすための利用定員等の

要件を変更するため、所要の改正をするものです。

２３７ページ、奈良県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例です。これはただいまご説明を申し上げました介護保険

制度上の指定小規模多機能型居宅介護事業者が障害者総合支援制度上の自立訓練とみなさ

れる通いサービスを提供できることとなったことに伴い、障害者のサービス利用を拡充す

るため所要の改正をするものです。

２６１ページ、奈良県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例です。介護保険法等の改正により定員１８人以下の小規模な通所介護につい

て、平成２８年４月１日から市町村が指定を行う地域密着型サービスに移行することに伴

い、市町村が指定する地域密着型特別養護老人ホームにおいて人員基準が緩和できる併設

サービスの一つとして地域密着型通所介護事業所を加えるため、所要の改正をするもので

す。

２６３ページ、奈良県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部を改正する条例です。これも説明をしました介護保険法等の改正により小規

模な通所介護が地域密着型サービスに移行することに伴い、小規模通所介護に係る規定の

削除など所要の改正をするものです。

２８２ページ、奈良県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の

一部を改正する条例です。これも同じく介護保険法等の改正により小規模な通所介護が地

域密着型サービスに移行することに伴い、有料老人ホーム等で提供される受託介護予防サ

ービスの種類に地域密着型通所介護を加えるなど所要の改正をしようとするものです。
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２８６ページ、奈良県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の

一部を改正する条例附則第二条及び第四条の規定によりなおその効力を有するものとされ

た奈良県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する

条例です。この条例は、平成３０年３月３１日まで旧制度上の介護予防訪問介護と介護予

防通所介護を行えるよう経過措置を定める条例です。これもさきに説明をしました３本の

条例と同じく小規模な通所介護が地域密着型サービスに移行することに伴い、地域密着型

通所介護事業所においても介護予防と通所介護を一体的に運用できるよう所要の改正をす

るものです。

２９４ページ、奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例です。

平成２８年度及び平成２９年度において後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化

基金拠出金に係る割合を定めるため、所要の改正をするものです。割合については、現行

の１０万分の４４から１０万分の４１に改定するものです。

３２８ページ、奈良県社会福祉施設耐震化等促進基金条例を廃止する条例です。奈良県

社会福祉施設耐震化促進基金について、国の基金管理運営要領に定める基金事業の実施期

限が平成２８年３月末に到来することから、これを廃止するものです。

３９９ページ、奈良県国民健康保険財政安定化基金条例です。国民健康保険法の改正に

より平成３０年度から国民健康保険の財政運営を都道府県単位で行うことに伴い、保険料

の収納リスクや医療給付費の増加リスクに対応するための基金を設置するものです。以上

が条例案の概要です。

最後に、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分について説明します。「平

成２７年度一般会計特別会計補正予算案その他（追加提出分）」の３９ページ、報第２７

号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてです。健康福祉部

が所管するものは、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、介護保険

法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例です。

４１ページ、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例のうち健康福祉

部に係るものは、第５条で奈良県障害者介護給付費等不服審査会設置条例です。行政不服

審査法の改正に伴い引用する条文の整備を行うものです。

４５ページ、介護保険法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例です。介護保険法の
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改正に伴い、引用する条文の整備を行うものです。

以上が健康福祉部に係る２月定例県議会提出議案の概要です。ご審議のほどよろしくお

願いします。

○上山こども・女性局長 ２月定例県議会提出議案のうち、こども・女性局の平成２８年

度当初予算及び平成２７年度２月補正予算について説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の１０３ページ、くらしの向上［少子化対策・女性の活躍促進］の１少子化対策

の推進です。結婚新生活支援事業費補助金については、結婚して新生活を始められる方に

新居の住居費、引越し費等を支援する市町村に対し補助するものです。

「なら子育て応援団」広報・啓発事業については、店舗、企業等が子育て家庭に対して

料金割引等の独自のサービスを提供するなら子育て応援団の制度と各都道府県が実施して

いる子育て支援パスポート制度の全国共通利用を周知するとともに、子育て関係団体との

協働により子育て応援の機運を醸成する各種啓発イベントを実施するものです。

子育てひろば等普及充実事業については、地域において子育て相談や情報提供行ってい

る子育て支援の拠点などを充実し、支援の裾野を広げていくため関係者を対象にするセミ

ナー等の開催や親や祖父母が子育てのノウハウについて学ぶために作成したプログラムの

普及を図ります。

２子どもの健やかな育ちへの支援の（１）子育て支援の充実です。１０４ページ、安心

子育て支援対策事業については、安心こども基金を活用し、幼保連携型認定こども園の施

設整備等に要する経費を市町村に対して補助するものです。

１０５ページ、若手保育士定着促進研修事業については、若手保育士の離職防止を図る

ため、保育の魅力を再発見できる研修を実施するものです。

保育士試験合格者に対する実技研修事業については、保育士試験により資格を取得した

保育士に対し、指導計画の策定等の実技に関する研修を実施し、保育士の就業、定着を支

援するものです。

保育士養成施設卒業者就職促進支援事業については、保育士の養成施設が卒業予定の学

生に対して保育所等に就業するよう働きかけ、従来よりも就職率が上がった場合に養成施

設に対し支援するものです。

保育補助者雇上強化事業については、保育所等における保育士の負担を軽減するため短

時間勤務の保育補助者の雇い上げを支援する市町村に対し補助するものです。
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１０６ページ、ひとり親家庭の子育て支援事業については、奈良県スマイルセンターに

おけるワンストップ機能の強化や子育てセミナーの開催など、ひとり親家庭の子育てに対

して幅広い支援を実施するものです。

子どもの「心と学び」サポート事業については、ひとり親家庭の子どもに対し学生ボラ

ンティア等による心のケアと学習支援を実施するものです。

子どもの居場所づくり検討事業については、市町村と関係機関と連携し、ひとり親家庭

の子どもが放課後等に気軽に安心して集うことのできる居場所づくりについて検討を行う

ものです。

１０７ページ、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付原資造成補助金については、就

職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して養成機関への入学準備金等の貸

し付けを行うため基金の造成について補助するものです。

（２）児童虐待対策の充実です。１０８ページ、児童養護施設等の養育環境改善事業に

ついては、児童養護施設入所児童等の養育環境改善を図るために行われる施設におけるケ

ア単位の小規模化等に要する経費を補助するものです。

アウトリーチ型子育て支援モデル事業については、児童虐待の未然防止を図るため家庭

訪問支援プログラムの効果検証行い、県内市町村に普及させるとともに、プログラムに沿

った支援を行う家庭訪問員を育成するための研修会を開催するものです。

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資造成補助金については、児童養護施設を退

所後に就業または進学する者に対して、家賃や生活費、資格取得費の貸し付けを行うため

基金の造成について補助するものです。

３女性の活躍促進の（１）男女ともの意識・考えを変える取組です。１０９ページ、女

性の活躍促進情報発信事業については、女性が能力を発揮して活躍できる環境整備に向け

県民の意識醸成を目的としたフォーラムの開催、ジャーナルの発行を行うものです。

（２）女性の活躍の場の拡大、ワーク・ライフ・バランス推進事業については、企業や

団体が開催する研修会に講師を派遣し、働きやすい職場づくりを推進とするものです。

（３）女性のスキル・能力向上の、地域文化力向上のための女性人材育成事業について

は、公益財団法人奈良婦人会館との協働連携に関する協定に基づき、地域の文化力を向上

させるボランティア活動などを担う女性人材の育成などの事業を行うものです。

女性起業家・経営者活躍促進事業については、女性の起業家・経営者の経営スキル向上

と幅広いネットワークづくりを目的としてセミナー等を開催することにより事業拡大等を
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支援するものです。

１１０ページ、女性翻訳者活躍推進事業については、県の刊行物等の翻訳など県の翻訳

者養成塾に参加した女性翻訳者等に就労の機会を提供し、活躍を推進するものです。

（４）女性相談保護対策の推進、女性相談対策事業については、中央こども家庭相談セ

ンターにおいて女性相談、暴力被害女性の一時保護及び生活指導を行うものです。

なお、ただいま説明しました主要事業のうち金額欄記載の２月補正分については、国補

正予算等に対応するため、全額を平成２８年度に繰り越します。こども・女性局に係る平

成２８年度当初予算及び平成２７年度２月補正予算案の主要事業の概要については以上で

す。

「平成２７年度２月補正予算案の概要（追加提出分）」の２ページ、増額補正です。児

童養護施設等児童保護措置費については、児童養護施設等の子どもの入所に係る保護単価

の改定に伴い所要の措置費を計上するものです。

４ページ、繰越明許費補正の新規です。安心子育て支援対策事業については、安心こど

も基金を活用し、保育所の施設整備に要する経費を市町村に補助するものですが、１施設

において事業主体のおくれにより繰り越しを行うものです。

放課後児童クラブ施設整備費等補助事業については、放課後児童クラブの創設に要する

経費を補助するものですが、１施設において事業主体のおくれにより繰り越しを行うもの

です。

２月補正予算の概要については以上です。

「平成２８年２月県議会提出条例」の２９６ページ、奈良県児童福祉施設の設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例です。国の児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準の改正に伴い、待機児童を解消するまでの当分の間、保育所の職員配置に係る特

例を定めるなど所要の改正をするものです。

３９５ページ、奈良県安心こども基金条例の一部を改正する条例です。国が安心こども

基金に係る事業の実施期限を延長したことに対応し、条例の有効期限を延長するものです。

こども・女性局に係る２月定例県議会提出議案の概要については以上です。ご審議のほ

どよろしくお願いします。

○田尻委員長 説明の途中ですが、ここで一旦休憩をして、午後１時２０分より引き続き

説明を受けたいと思います。しばらく休憩をいたします。

１２：１５分 休憩
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１３：２３分 再開

○田尻委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

なお、東日本大震災の追悼のため午後２時４６分ごろに黙祷をささげたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

それでは、医療政策部長から順に説明を願います。

○渡辺医療政策部長 医療政策部所管の案件について説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の１８ページ、漢方のメッカ推進プロジェクト事業では、奈良県にゆかりの深い

漢方について、薬用作物の生産から医薬品製造、販売、関連サービスの創出等を総合的に

推進し、国産生薬の品質評価に係る研究などに取り組みます。

７４ページ、くらしの向上［健康づくりの推進］です。１健康長寿日本一を達成するた

めの健康的な生活習慣の普及、患者個人が診療、服薬情報等を活用できる環境を構築する

ためマイ健康カードの導入に向けた取り組みを行うマイ健康カード導入事業です。

患者のための薬局ビジョン推進事業は、地域に密着したかかりつけ薬局を健康情報拠点

として活用するものです。

７６ページ、３疾病の早期発見、医療体制の充実等による早世の減少では、ならのがん

登録推進事業など記載の事業に取り組みます。

７７ページ、くらしの向上［医療の充実］、１高度医療の確保・充実、奈良県総合医療

センター建替整備事業では、高度医療拠点病院として、奈良県総合医療センターの移転整

備を進めるための建築工事、造成工事、各種調査業務等を実施します。

（２）地方独立行政法人奈良県立病院機構の運営支援等では、新病院開設に向け増員し

た本部事務局人件費を新たに運営費交付金に追加します。

病院運営のための短期借入金限度額を４０億円から８０億円に増額することに対応する

ための短期無利子貸付金の新設のほか施設整備に対する貸し付け等７７ページから７８ペ

ージに記載の事業に取り組みます。

７８ページ、（３）公立大学法人奈良県立医科大学の運営支援等では、運営費交付金の

交付やヘリポートの整備、医科大学教育研究部門の移転、附属病院の機能充実及び周辺ま

ちづくりの推進に取り組みます。

７９ページ、２救急・周産期医療体制の構築ですが、救急患者が迅速に適切な救急医療

を受けることができるよう、また県民に安心して出産していただける体制づくりを進める
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一環として、さらに災害医療体制の充実のために、救急救命士の技能向上を目的とした取

り組みの救急救命士病院実習受入促進事業や、病院群輪番制病院設備整備費補助事業、８

０ページ、県独自のドクターヘリの運航に係る経費を計上するドクターヘリ運航推進事業

をはじめとした記載の事業に取り組みます。

８１ページ、医師・看護師の確保です。１医師の確保においては、医師の偏在解消や奈

良県で活躍されるよき医療人の育成に取り組むため記載の事業に取り組みます。

新規事業で大学生提案事業として、奈良の将来の医療と介護をつくる多職種学生の集い

事業を実施します。

８２ページ、（２）看護師の確保においては、離職防止、新規就業者の増加、復職支援

を３つの柱として、８２ページから８３ページの記載の事業を実施します。

８２ページ、病院内保育所施設整備費補助、８３ページに在宅看護を牽引するリーダー

の養成と県内就業の促進のための在宅医療看護人材育成支援事業、看護職員需給見通し策

定事業が新たな取り組みとなります。

４地域医療連携体制の構築、（１）南和地域の医療提供体制の充実において、平成２８

年４月に開院となる南奈良総合医療センターをはじめとした南和広域医療企業団による医

療提供の開始に当たり、企業団が行う取り組みに対する新たな支援や県立五條病院の閉院

に係る清算事業など８３ページから８４ページに記載の事業を実施します。

８４ページ、（２）地域医療の充実においては、地域医療構想の実現に向けた取り組み

として、新規地域医療構想の実現に向け関係者と必要な協議を行うため構想区域ごとに地

域医療構想調整会議の設置・運営を行う地域医療構想調整会議設置・運営事業。患者の受

療動向等を分析する病床機能分化・連携情報分析推進事業。病床機能分化・連携促進基盤

整備事業や、地域医療・介護連携ＩＣＴ導入推進事業。在宅医療連携体制構築事業のほか、

８５ページ、在宅医療専門医を育成する医療機関に対し補助を行う在宅医療専門医育成支

援モデル事業、入院患者の退院支援を行う看護師または社会福祉士を新たに配置する病院

に対して補助を行う在宅療養移行支援事業、医療事故の情報収集・分析・評価を行う組織

のあり方や、その活用方法を検討する医療安全体制構築検討事業など８４ページから８５

ページに記載の事業を行います。

奈良県総合医療センター周辺地域まちづくり推進事業では、奈良県総合医療センター移

転後の周辺地域において医療・予防・介護・健康づくり・子育て等が連携した全国のモデ

ルとなる取り組みを推進したいと考えています。
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８６ページ、（３）がん対策の推進です。全ての県民が切れ目のない質の高いがん医療

を受けることができる体制を整備するため、ならのがん対策推進事業、がん診療連携推進

事業など記載の事業を総合的に実施したいと考えています。

（４）難病対策の充実においては、記載の事業を継続実施し、その充実を図ります。

８７ページ、へき地医療体制の充実においては、県土の約７割を占めるへき地の医療に

ついて引き続き医師、看護師の確保や医療施設の整備に努めます。

６健康に関する危機管理対策ですが、新規事業のヒトパピローマウイルス感染症予防接

種後相談事業の実施、８８ページ、肝炎対策事業においては、肝疾患連携拠点病院となっ

ている県立医科大学附属病院の機能充実となる取り組みを実施するなど記載の事業に取り

組みます。

７番母子保健の充実です。新規事業の男性不妊治療助成事業においては、不妊治療を受

ける男性に対して医療費の助成を行うほか、８９ページ、新規事業の乳幼児健康診査体制

整備支援事業、新規事業の子育て世代包括支援センター支援事業をはじめ記載の事業に取

り組みます。

８番精神保健の充実においては、新規事業の薬物等依存症者治療・回復プログラム普及

促進事業など記載の事業を実施し、その充実を図ります。

くらしの向上［医療の充実］については以上です。

続きまして、９３ページ、精神障害者医療費助成事業においては、精神保健福祉手帳１

級、２級所持者に対して全診療科の医療費助成を行うなど記載の事業に取り組みます。

漢方のメッカ推進プログラム事業おける医療政策部所管予算及び次代の親育成事業の２

事業における金額欄記載の２月補正分については、国補正予算等に対応するため、全額を

平成２８年度に繰り越します。

平成２８年度当初予算案の概要及び平成２７年度２月補正予算案当初の概要の説明は以

上です。

医療政策部所管の「平成２７年度２月補正予算案の概要（追加提出分）」の２ページ、

増額補正、奈良県立病院機構運営費交付金は、奈良県立病院機構の本部事務局職員のうち

新総合医療センター開設準備の業務に従事する者として定数措置されている分の人件費に

ついて運営費交付金として追加交付するに当たり、その増額分について一般会計から地方

独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計に繰り出しを行うものです。

国庫返還金に記載の事業の中で医療政策部に係るものは、医療施設耐震化促進基金で事
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業実施期間満了等に伴い基金残余を返還するものです。

３ページ、減額補正、医療施設耐震化促進事業においては、県立医科大学附属病院Ｅ病

棟の整備に対する補助について、整備に係る工期の遅延が生じたことに伴い減額を行うも

のです。

なお、当該予算については、平成２８年度当初予算案に再計上しています。

精神障害者医療費助成事業においては、精神障害者医療費の助成対象事業の一部につい

て実施市町村が見込みより減となったことによる不用額について減額を行うものです。

７ページ、２平成２７年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計補正予算案

（第３号）です。県立医科大学附属病院整備事業は、先ほどの一般会計の減額補正の項で

の説明に関連しますが、県立医科大学附属病院Ｅ病棟の整備に係る工期に遅延が生じたこ

とに伴う整備に対する法人への貸し付けについて減額を行うものです。先ほど申し上げま

したが、当該予算については平成２８年度当初予算案に再計上しています。

９ページ、６平成２７年度地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計補正予

算案（第１号）です。奈良県立病院機構運営費交付金は、先ほど一般会計の増額補正の項

でも説明しましたが、県立病院機構の本部事務局職員のうち新総合医療センター開設準備

の業務に従事する者の人件費について運営費交付金として追加交付するものです。

医療政策部所管の平成２７年度２月補正予算案、追加提出分の概要については以上です。

３０３ページ、奈良県病院事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例は、奈良県病

院事業の廃止に伴い関係する条例について廃止及び所要の改正を行うものです。施行日は、

平成２８年４月１日です。

３９７ページ、奈良県医療施設耐震化促進基金条例の一部を改正する条例は、事業実施

期間満了に伴う基金残余について国庫返還に関する規定を設けるため、所要の改正を行う

ものです。施行日は、公布の日となっています。

条例については以上です。

契約等について「条例その他予算外議案」の２６１ページ、議第５１号、地方独立行政

法人奈良県立病院機構中期計画の変更の許可については、地方独立行政法人法第２６条第

１項の規定より、奈良県立病院機構が作成する中期計画を変更許可することについて、同

法第８３条第３項の規定により議決を求めるものです。

「地方独立行政法人奈良県立病院機構中期計画」の２７ページ、独立行政法人制度にお

ける中期計画は、県から法人に対して達成すべき業務運営の目標を指示した利益目標を達
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成するため具体的計画として法人自身が定めるものとなっており、現計画は平成２６年４

月の機構設立時に作成したものです。

今回変更する箇所は、Ⅵ短期借入金の限度額を４０億円から８０億円に増額変更するも

のです。これは奈良県立病院機構において地方独立行政法人化後、２カ年の損失が累積す

ることで運転資金が不足し、次年度の短期借入金が限度額を上回る見込みとなったことか

ら中期計画の見直しを行うものです。

契約等のうち当初提出分についての説明は以上です。

契約等のうち追加提出分について、「平成２７年度一般会計特別会計補正予算案その他

（追加提出分）」の２９ページ、議第１３２号、権利の放棄については、債務者が自己破

産の免責許可の決定を受けたことによるものです。

医療政策部所管の２月議会当初及び追加提出議案は以上です。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。

○中くらし創造部長兼景観・環境局長 ２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部、

景観・環境局に関係する議案等について説明します。

まず初めに、「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２

月補正予算案の概要」の４１ページ、経済の活性化［観光の振興］で３観光の環境整備

（１）案内力・説明力の向上として、奈良盆地周遊型ウォークルート造成事業です。奈良

盆地を周遊するウォークルートの設定や案内サインの整備を行い、滞在周遊型観光を推進

する事業ですが、記載の事業のうち当部局所管事業としては、山の辺の道ウォークルート

及び葛城市内の近畿自然歩道のウォークルートにおいて案内サインの整備を実施します。

くらしの向上［学びの支援］の１１２ページ、１地域の教育力の充実のうち（１）規範

意識・社会性の向上として、青少年社会的自立支援事業です。ひきこもり相談窓口の設置

について、昨年４月から県庁１階に開設したひきこもり相談窓口の体制の充実を図るとと

もに、新たに県中南部地域への出張相談を実施します。家族への集団支援では、ひきこも

り当事者の家族が学び、交流できる機会を新たに提供します。

１２５ページ、くらしの向上［スポーツの振興］として、１あこがれ・感動を生むスポ

ーツの推進です。新規事業の奈良県スポーツアカデミー基本方針検討事業では、これまで

検討を進めてきました奈良県トレーニングセンター構想を踏まえ、スポーツ医科学に基づ

く幼児期からの年齢、発達段階に応じた効果的なトレーニング手法や理論を研究開発する

ため、その拠点となる奈良県スポーツアカデミーの組織体制や運営についての基本方針の
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策定に取り組むものです。

トップアスリート育成事業では、国立スポーツ科学センター等と連携し、県内のトップ

選手や指導者を国内最先端のトレーニング施設へ派遣して、スポーツ医科学に基づいた高

度なトレーニングの実践や指導者への研修を引き続き実施します。平成２８年度は、新た

に県内の障害者アスリート等を派遣するとともに、パラリンピック選手などを招いてのス

ポーツ体験イベントを開催し、障害者スポーツへの関心をさらに高めるとともに、将来有

望な選手の発掘、育成に取り組みます。

２０１９年ラグビーワールドカップ、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに

向けた取り組みとして、ラグビーワールドカップ・東京五輪キャンプ地招致事業では、奈

良県へのキャンプ地招致の実現に向けて各国競技団体等へのプロモーション活動を行うと

ともに、キャンプ地招致の機運醸成のための啓発イベントを開催します。

２スポーツイベントの充実です。奈良マラソン開催支援事業では、平成２７年末の大会

では約１万７，５００人の方々にご参加をいただき、今や奈良の冬の恒例行事となってい

る奈良マラソンについて、引き続き開催の支援を行います。平成２８年の第７回大会では、

インバウンド対策の強化として新たに台湾マラソンとの交流を拡大するなど海外ランナー

のさらなる誘客に向けた取り組みを実施します。また、第５回大会より設けている２，０

００人の奈良県民枠についても大変好評いただいており、ことしも継続したいと考えてい

ます。

１２６ページ、サイクルスポーツイベント支援事業では、県南部・東部地域の地勢や自

然環境などを生かしたサイクルスポーツイベントとして、ツアー・オブ・奈良・まほろば

など記載の事業について平成２７年度に引き続き開催の支援をします。

アウトドアチャレンジレース開催事業では、おおたき龍神湖のカヌーと大台ヶ原を目指

して駆け上がるマラソンを競技として組み合わせた新たなアウトドアスポーツイベントに

ついて、開催経費を計上をしています。

新規事業の南部地域スポーツ振興ＰＲ事業では、（仮称）五條総合体育館及び周辺のグ

ラウンド等の競技施設を活用し、トップアスリートを招いた交流イベントやスポーツ教室

を開催し、南部地域のスポーツ施設や地域の魅力をＰＲをしたいと思います。

スポーツによる地域振興事業では、相撲を活用した県ＰＲ事業として県内の相撲にゆか

りのある地をめぐり、相撲のルーツを探る相撲発祥の地奈良県体験ツアーや相撲部屋との

交流イベントを実施します。また、引き続き大相撲幕内優勝力士への知事賞贈呈等を実施
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するとともに、新たに県出身力士の化粧まわし等へ県をＰＲするロゴ等を掲出します。

関西ワールドマスターズゲームズ２０２１開催事業では、平成３３年に関西一円で開催

される予定の関西ワールドマスターズゲームズ２０２１に参画するため、開催に伴う県負

担金を計上しています。

１２７ページ、３だれもがいつでもスポーツを楽しめる環境づくりでは、総合型地域ス

ポーツクラブの普及、充実を図る事業として、記載の事業を行います。

１３２ページ、くらしの向上［安全・安心の確保］の２耐震化の推進として、野外活動

センター施設整備事業では、利用者の安全を確保し、施設機能の充実を図ることによりセ

ンターの利用をさらに促進するため、大型ロッジ及び多目的ホールの耐震・大規模改修工

事を実施します。

１３５ページ、新規事業の６食と生活の安全・安心の確保です。地域連携ＨＡＣＣＰ導

入実証事業では、食品製造工程における国際標準のＨＡＣＣＰと呼ばれる衛生管理手法を

県内事業者へ普及させることにより食品の安全性をさらに高めるため、国と連携した実証

事業として三輪そうめん事業者をモデルとしたＨＡＣＣＰの導入支援を行います。

消費者行政強化・活性化事業では、国の地方消費者行政推進交付金等を活用し、県民提

案による消費者教育に関する啓発事業の実施や高齢者等に対する効果的な啓発方法の調査

研究に新たに取り組むとともに、市町村の消費生活相談窓口への消費生活相談員の派遣な

どの人的支援や消費者被害の未然防止・拡大防止に向けた啓発を引き続き実施します。

金額欄記載の２月補正分については、国補正予算等に対応するため、全額を平成２８年

度に繰り越します。

１３６ページ、くらしの向上［景観・環境の保全と創造］、１奈良の彩りづくりの推進

です。奈良県を一つの庭と見立て、四季を通じた彩り豊かな植栽景観の向上を目的とした

奈良県植栽計画を推進する主な取り組みについて、関係各課が実施する事業を掲載してい

ます。

景観・環境局の主な取り組みとしては、植栽整備推進補助金などにより、植栽計画のエ

リア内において、植栽景観の向上に取り組む市町村や地元団体等を支援するほか、「なら

四季彩の庭」づくり普及推進事業により、植栽計画の積極的な広報等を実施することとし

ており、経費を計上しています。

１３７ページ、歴史的風土保存買入事業で買入れ地における園地整備や植栽整備などの

事業を実施します。
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１３８ページ、２景観に配慮したまちなみ整備で、屋外広告物適正化推進事業では、沿

道景観向上推進事業として、中和幹線をモデルとした広域幹線沿道区域等の景観向上のた

め、ガイドライン及び違反指導マニュアルの作成や既存の広告物回収等に対する補助など

を実施するほか、屋外広告物規制強化事業として、新たに広告物の安全点検講習会を実施

します。

３自然環境の保全と活用で、国立公園環境整備事業では、来訪者の安全性及び利便性の

向上を図るため、吉野熊野国立公園内の稲村ヶ岳や大台ヶ原、吉野山について、記載の施

設整備を実施します。

１３９ページ、４きれいでくらしやすい生活環境の創造で、きれいに暮らす奈良県スタ

イル推進事業では、県民が愛着と誇りを持つことができるきれいな奈良県の実現に向け、

大和川のきれい化、奈良らしい景観づくり、奈良モデルによるごみの減量化等に取り組み、

官民オール奈良県できれいに暮らす奈良県スタイルを構築・推進します。新たに（仮称）

きれいに暮らす奈良県スタイル推進協議会を設立し、多様な主体の連携・協働による実践

活動を誘発・促進します。

１４０ページ、新規事業のごみ処理広域化奈良モデル推進事業は、奈良モデルとして複

数市町村が連携して実施するごみ処理施設の整備に対し補助するものです。平成２８年度

は、計画・調査等については、来年度設置予定のさくら広域環境衛生組合の７町村、山

辺・県北西部広域環境衛生組合の１０市町村が対象となり、施設整備としては、御所市、

五條市とともに広域化を進めている田原本町が対象です。

循環型社会の推進、産業廃棄物の排出抑制・減量化の推進について、記載の事業を引き

続き実施します。循環型社会の推進のうち、新規事業で県災害廃棄物処理計画の推進とし

て、県・市町村合同の教育・訓練を実施します。新規事業の産業廃棄物実態調査事業では、

次期県廃棄物処理計画策定の基礎資料とするため、県内の産業廃棄物の実態調査を実施し

ます。

１４１ページ、産業廃棄物の適正処理の推進（監視体制強化）以下、記載の事業を引き

続き行い、廃棄物に関する施策を総合的に推進します。

１４７ページ、くらしの向上［くらしやすいまちづくり］で２人権を尊重した社会づく

りとして、「なら・ヒューマンフェスティバル」開催事業以下１４８ページまで、さまざ

まな機会や場所を活用した記載の事業を継続して実施し、人権啓発活動に取り組みます。

１４８ページ、犯罪被害者支援対策事業では、後ほど説明します奈良県犯罪被害者等支
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援条例に基づき犯罪被害者等支援対策を推進するため、新たに学識経験者等で構成する協

議会を設置します。また、市町村における対応窓口職員への研修、新条例を周知するため

の広報にも取り組むとともに、性的被害を受けられた被害者の方に対して臨床心理士によ

る専門的な相談対応も実施してます。

１４９ページ、南部地域・東部地域の振興における当部局の平成２８年度の取り組みに

ついて、再掲ですが、１訪れてみたくなる地域づくり、（１）魅力を発見する、創るとし

て、曽爾高原ススキ景観向上事業に引き続き取り組みます。

１５２ページ、（３）訪れてもらう、体験してもらうとして、サイクルスポーツイベン

ト支援事業以下、記載の４事業を実施します。

１８０ページ、協働の推進及び市町村への支援［協働の推進］のうち、１協働の推進、

奈良県協働推進基金運営事業では、地域課題の解決に向けたＮＰＯ等の団体の活動を支援

するため、県民や企業等からの奈良県協働推進基金への寄附金を活用して、寄附者が賛同

するＮＰＯ等の団体による活動や、寄附者が設定したテーマに沿ってＮＰＯ等の団体が実

施する事業に対して補助を行います。

民間団体等を介した動物譲渡事業では、動物愛護センターが実施する犬、猫の譲渡頭数

をふやすため、民間の動物愛護団体等との協働による動物譲渡を引き続き推進します。

以上が平成２８年度当初予算及び平成２７年度２月補正予算に係るくらし創造部、景

観・環境局の主要事業の概要です。

続いて、２月県議会提出条例のうち、くらし創造部、景観・環境局に関するものについ

て説明します。

「平成２８年２月県議会提出条例」の１７ページ、奈良県附属機関に関する条例の一部

を改正する条例についてです。くらし創造部、景観・環境局の所管分として、１附属機関

の設置（３）奈良県立社会体育施設におけるネーミングライツの契約の相手方及び名称の

選定を適正かつ公平に行うため、知事の附属機関として奈良県立社会体育施設ネーミング

ライツ選定審査会を設置するものであり、所要の改正をお願いするものです。

１８ページ、３奈良県トレーニングセンター構想検討委員会の名称等の変更についてで

す。これまで検討を進めてきた奈良県トレーニングセンター構想については、先ほども予

算案の概要で説明したとおり、奈良県スポーツアカデミーとして引き続き検討を進めます。

そのため、知事の附属機関である当委員会の名称を変更するとともに、スポーツ医科学の

研究等に関する重要事項についての調査審議に関する事務を担当いただくため、その内容
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を変更するものです。施行期日については、いずれも平成２８年４月１日を予定していま

す。

３１３ページ、奈良県消費生活センター条例の一部を改正する条例です。平成２６年度

の消費者安全法の一部改正により、法定の設置義務がある消費生活センターについて、組

織及び運営、業務上得られた情報の適切な管理等に関して、参考とすべき基準が国におい

て新たに示されたことを受けて、県の実情等を踏まえた所要の改正を行うものです。内容

については、要旨に記載のとおりです。施行期日については、平成２８年４月１日を予定

しています。

３４０ページ、奈良県犯罪被害者等支援条例で提案の理由は、犯罪被害者等が平穏な生

活を営むことができる社会の実現に資するため、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を

定め、県、県民等の責務を明らかにするとともに、支援のための施策の基本となる事項を

定めることにより、犯罪被害者等の被害の早期の回復及び軽減を図るべく、本条例を提案

するものです。

条例案の概要について１で目的、２で定義を規定しており３の基本理念については、３

４１ページ、ア犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保

障される権利が尊重されること等、３つの事項を規定しています。４から７までは、県、

県民、事業者、民間支援団体の各主体それぞれの責務を規定して、８では、県が中心とな

って国及び各主体等との連携体制を整備することとしています。

３４３ページ、９基本計画、１０財政上の措置について、それぞれ規定しています。１

１実施状況の公表について、３４４ページにかけて記載のとおり規定しています。１２相

談及び情報の提供等から、２２調査研究までは、県の１１項目の基本的施策に関して、そ

れぞれ規定しています。特に、１４心身に受けた影響からの回復については、個々の被害

の状況に鑑み、心身の状況等に応じてカウンセリング等の施策を講じるものとしています。

施行期日は、平成２８年４月１日を予定しています。

「平成２７年度一般会計・特別会計補正予算案その他（追加提出分）」でくらし創造部、

景観・環境局の所管分は、契約等が１件、報告が１件です。

契約等については、３０ページ、議第１３３号、権利の放棄についてです。平成１３年

度における西奈良県民センター空調設備改修工事請負契約において、改修工事に着手後、

請負業者から経営不振により工事の継続が不能となった旨の届け出が提出されたため、契

約の解除を行ったものです。契約の解除に伴い発生した違約金３２０万２，５００円及び
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前払い金返納に係る利息１４万９，８００円について、債権の回収に努めたところですが、

債務者は契約解除の直後から経営実態がない状態であり、さらに平成２７年１月、法務局

よりみなし解散登記が行われたため、回収が見込めなくなったと判断して、やむを得ず債

権を放棄しようとするものです。ついては、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に

より、権利の放棄の議決を求めるものです。

報告案件について、３９ページ、報第２７号、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

る専決処分の報告についてです。記載の事項のうちくらし創造部、景観・環境局所管は、

奈良県手数料条例の一部を改正する条例（平成２７年１２月２５日専決）です。

４３ページ、本条例において、採石業務管理者認定手数料の事務として規定している採

石法の引用条項及び砂利採取業務主任者認定手数料の事務として規定している砂利採石法

の引用条項がそれぞれ変更となったため、所要の改正を行ったものです。

以上がくらし創造部、景観・環境局に関係の議案等についての説明です。よろしくご審

議のほどお願いを申し上げます。

○森田産業・雇用振興部長 産業・雇用振興部関係の平成２８年度当初予算及び平成２７

年度２月補正予算に係ります新規事業を中心として、主な事業について説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の１８ページ、経済の活性化［産業構造の改革］、リーディング分野・チャレン

ジ分野における産業育成として産業・雇用振興部で奈良県の産業対策の強化に向けて取り

組んでおり、新しい産業を生み出す一つの手法として、いわゆるＩｏＴと言われる分野で

２つの新しい事業を取り組む予定です。非常にチャレンジングな分野ですが、地域の可能

性を追求しようということで、ＩｏＴによるデータ活用先進地域形成事業で、多様な情報

を分析できるＩｏＴシステムを構築して、観光客の動向を把握できる観光消費促進アプリ

の開発・実証を行います。それによって得られる情報の活用やアプリのさまざまな用途へ

の展開の可能性を検討するとものです。

ＩｏＴ活用ビジネスプラン促進事業は県内企業でＩｏＴを活用することの支援を行い、

啓発のためのセミナーを行うとともに、県内企業に新しいＩｏＴによるビジネスプランを

つくっていただく応援をしようという事業です。

県の研究機能である産業振興総合センターによる産業振興総合センター中期研究開発方

針推進事業です。県内産業を強くしていき、新しい市場を獲得するための有効な手法とし

て、技術革新がやはり必要だと考えています。そこで奈良県産業振興総合センター中期研
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究開発方針に基づき、新産業分野におけるグローバルニッチトップ企業、世界でも狭い分

野だけれどもトップを取れるという企業の創出と育成を目指して、有望な重点分野の研究

開発を推進します。なお、中期研究開発方針については、今定例県議会においてご審議を

お願いしています。

漢方のメッカ推進プロジェクト事業は取り組みまして４年目に入りますが、商品化等の

成果が出始め、取り組みが広がってきていますので、さらに本県にゆかりの深い漢方につ

いて、引き続き生薬の生産拡大、関連商品サービスの創出に総合的に取り組むこととして

います。こちらは医療政策部とも連携しており、産業・雇用振興部においては、新たに大

和トウキを活用した商品の展示即売による販路開拓支援、大和トウキ総合ＰＲサイトの開

設、大和トウキの葉の加工技術や機能性の研究に取り組みます。

１８ページ、ならクラウドファンディング活用支援事業です。いわゆる小口投資をイン

ターネットを介して集める市民参加型の投資手法ですが、クラウドファンディングと呼ば

れる資金調達手法を導入する県内中小企業の新事業展開を引き続き支援するとともに、新

たに新商品のテストマーケティングや起業・創業を目指す事業者が活用しやすい購入型と

呼ばれるクラウドファンディングの導入に向けた調査・検討を行います。

２０ページ、（２）国内外への販路開拓で、いわゆる川下への支援が重要で、地域交易

力の強化を図るため、新しい市場を開いていく海外展開の強化を進めようと考えています。

新規事業の海外展開促進体制強化事業では、県内企業の海外展開の促進及び体制強化を

図るため、身近で気軽に相談できる窓口としてＪＥＴＲＯ地方事務所の県内誘致を進めた

いと思います。県内企業の海外展開動向について、あわせて調査も進める予定です。

海外販路拡大支援事業では、これまでの海外での展示会の支援に加えて、新たに海外進

出促進セミナー、ＪＥＴＲＯの担当者による海外拠点試験販売支援のための相談会といっ

た販路拡大のための後押しをしたいと思います。

ＳＰＡモデル、いわゆる製造小売モデル構築事業で、ブランド力と収益力を高める取り

組みとして、企画から製造、小売までを一貫して一つの事業者が行って、顧客ニーズの的

確な把握を売れる商品づくりに生かすことをＳＰＡモデルといいますが、県内企業が構築

する取り組みを行い、具体的には首都圏への出店機会の提供などを行って、ＳＰＡモデル

の戦略を強化したいと思います。

国内販路拡大支援事業において、新たに靴下等の地場産業の新しい市場創造につながる

機会の提供を行いたいと思います。
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２１ページ、（３）起業の促進での新規事業の空き店舗発生未然防止・解消支援事業で

は、県内の商店街等において空き店舗の発生を予防、防止、空き店舗の活用によって、空

き店舗の解消を図るため、新規開業希望者を含む商店主を育成するための商人塾を開催し

たいと思います平成２７年度、試験的に御所市と吉野町上市で実験的な試行を行っていま

すが、そのノウハウ蓄積も生かして、さらに空き店舗を活用した実験店舗の、これは県が

借り上げるものですが、運営を行って空き店舗の解消に努めたいと考えています。

これも新しい取り組みで、後継者確保推進事業です。県内企業において後継者不足によ

る廃業等の増加が懸念されていることから、県内事業者の円滑な事業承継を推進するため、

後継候補者の人材発掘を行い、あわせて企業への紹介を行うことを県が直接あっせんする

取り組みを行いたいと思っています。

２３ページ、（４）中小企業金融対策、いわゆる制度融資です。奈良県、信用保証協会、

金融機関の三者が連携して、県が金融機関に利子補給あるいは信用保証協会に保証料補給

をすることで、中小企業者が経営の近代化や合理化あるいは安定強化を図るのに必要な資

金の融資を、政策的に融資を受けやすくし中小企業の振興につなげていこうという狙いで

す。

２３ページから２６ページに各種の制度メニューを記載しています。２６ページ、制度

融資の総額については、過去の貸し付け実績、貸し付け動向を踏まえて、平成２８年度は

４００億円の融資枠を確保したいと思っています。平成２８年度においても中小企業者に

とってより使いやすい制度となるように制度の充実を図っており、創業者の育成、設備投

資や事業多角化など引き続き意欲ある企業活動への支援を重点的に行いたいと思います。

２３ページ、平成２８年度において、小規模企業者支援資金の利率を下げることとしま

した。小規模企業者の法律もでき条例も予定していますので、小規模企業者向けの融資の

充実を図る狙いです。

２４ページ、制度融資の充実の一つの例は、平成２８年度新規の資金として、３０歳未

満の若者向けの創業支援資金を創設したいと思います。利子及び保証料を県が全額負担す

ることで若者の創業の立ち上げ期を支援しようという狙いです。制度融資のメニューの中

にある認定枠と同じ扱いで、金融機関の情報網と連携して新しい事業の掘り起こしを進め

ようという狙いです。

２７ページ、３企業誘致の推進、（１）誘致活動の強化として、奈良県に投資を呼び込

む非常に重要な取り組みですが、企業立地促進補助事業において、平成２７年８月に改正
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地域再生法が施行されており、企業の本社機能の強化のための投資雇用拡大に対する税制

優遇措置等が講じられました。本県においても県内への本社機能移転あるいは拡充を図る

事業者に対して支援を行うために、地方拠点促進補助金というメニューを新たに新設して、

本県への本社機能の誘致を強化していきたいと考えています。

２８ページ、企業誘致活動を積極的に継続するために、用地を生み出す必要性が年々高

まっており、そろそろ本格的に取り組まないと続かない状況になっていますので、工業ゾ

ーン創出プロジェクトとして、県内で整備が進みます京奈和自動車道の周辺地域において、

関係市町村との協議会を平成２７年に設けており、具体的に候補地を選んでいく取り組み

を進めたいと考えています。

３１ページ、６観光消費の活性化です。インバウンドによる来訪客数が増加しています

ので、もちろん観光局と連携しながら、県内でより多く消費していただくように、もてな

しの充実を図ることが重要で、制度融資の一つではありますが、宿泊施設の設備の充実あ

るいは飲食店の開業充実というメニューを活用しながら、奈良県におけるもてなしの充実

を産業・雇用振興部としても積極的に取り組みたいと考えています。

３２ページ、雇用の分野です。経済の活性化［県内就業の促進］で、１雇用のマッチン

グ支援に関して、職業訓練ですが、新規事業の高等技術専門校職業訓練充実事業では、訓

練生の就業に効果的な職業訓練となるよう、在職者の訓練コースで新たな試みとして民間

ノウハウを活用した観光マーケティングコースを新設したいと思います。あわせて建築科、

造園技術科という実践的な訓練内容として充実させたいと思います。また、公共職業訓練

に対する県内企業のニーズ調査を行い、さらに円滑な就業につながるよう訓練内容の充

実・見直しを進めたいと思います。

新規事業の高齢者インターンシップ・就業促進事業です。人材不足分野、福祉医療とい

った分野を中心に高齢者の就業意欲を生かすということで、就業の場を開拓するために、

高齢者を対象とするインターンシップの実施を行いたいと思います。働く意欲のある高齢

者と職場のマッチングをさらに充実させて、高齢者の人材活用を促進したいと思います。

３３ページ、２奈良らしい特色のある雇用の創出で、新規事業の働き方改善事業では、

長時間労働の削減などにより働きやすい職場をつくろうと、働き方の改善を進めるための

施策の検討を進めるとともに、県ならではの奈良県独自の要因を探るとともに、業種によ

ってその要因が異なってくると思われることから、業種ごとの対応を丁寧に分析した上で、

県内の企業、事業所における働きやすい職場づくりを進めて、そのための機運醸成を図る
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ためのシンポジウム等を開催したいと考えています。

３４ページ、若者の就労支援、奈良県の将来を支える若者の就労支援です。Ｕ・Ｉ・Ｊ

ターン就職促進事業、奈良で働く魅力情報発信事業では、Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職のワンス

トップ相談窓口を設置して、県内の仕事や暮らしに関する情報の提供を行うほか、Ｕ・

Ｉ・Ｊターン就職に関するイベントに対して出張無料職業紹介所を設置、県内の企業を紹

介する冊子を作成、企業合同説明会を開催することで県内企業の情報提供を行い、県外の

人材を県内へ還流していただく取り組みを進めたいと思います。

若年者処遇改善促進事業では、若者の早期離職を防ぎ、正規雇用化を進めて雇用の安定

化を図るため、県内の５地域において県内事業所への専門家による個別コンサルティング

を進め、正規雇用化を進めたいと考えます。

３５ページ、地域若者サポートステーション強化事業です。いわゆるニートと呼ばれる

若年無業者への就労支援を行う地域若者サポートステーションにおいて、臨床心理士によ

るカウンセリングのほか、新たに就職活動に必要なスキルを身につけるための研修や企業

説明会、地域が若年無業者について理解を深めるためのセミナーなどの取り組みにより、

若年無業者の早期の就労を支援したいと考えます。

１３２ページ、くらしの向上［安全・安心の確保］で、その中の耐震化の推進に関して、

産業・雇用振興部に係るものです。１３２ページ、中小企業会館、産業振興総合センター、

高等技術専門校の技能検定場の３件に関して耐震改修工事を進めるものです。

なお、金額欄の２月補正分について、国補正予算等に対応するため、全額を平成２８年

度へ繰り越します。

以上で平成２８年度当初予算案及び平成２７年度２月補正予算案の概要に係る産業・雇

用振興部の主な事業についての説明を終わります。

「平成２７年度２月補正予算案の概要（追加提出分）」の２ページ、増額補正、国庫返

還金で産業・雇用振興部に係るものとして、事業実施期間満了等に伴う基金残余の国庫返

還金です。緊急雇用創出事業臨時特例基金８億７，６７９万６，０００円です。長らく緊

急雇用の取組を進めてきましたが、当該基金を活用した事業のうち、平成２６年度に終了

した起業支援型地域雇用創造事業、平成２７年度が事業終了予定である地域人づくり事業

の２つの事業の残余額の返還です。起業支援型地域雇用創造事業については、起業後１０

年以内の県内事業者における雇用創出を図るための事業で、その終了に伴い確定した事業

費の残額、地域人づくり事業は、地域の実情に応じた多様な人材の育成並びに賃金の上昇
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等の処遇改善を図るための事業は平成２７年度までの事業で、継続事業もありますので、

継続中のものを除いた事業費の残額等の精算結果で、２つの基金残余額を国庫に返還する

ものです。

参考までに、２つの事業は９億６，０００万円分を実施して、３２８人の雇用創出を行

っていることを申し上げておきます。

７ページ、３競輪事業について平成２７年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第

１号）について報告します。

地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分を平成２８年２月２３日に行ったも

ので、財源内訳として事業収入１４億円、事業概要ですが、通常競輪開催事業費について、

車券発売金の増加に伴う車券払戻金等の増額として１４億円を増額補正したものです。

これについて、別の資料で説明します。「平成２７年度一般会計特別会計補正予算案そ

の他（追加提出分）」の３５ページ、報第２６号、地方自治法第１７９条第１項の規定に

よる専決処分の報告についてです。

３６ページ、奈良競輪場では、主催する競輪レースの車券売り上げの増大に向けて、包

括外部委託業者と連携して取り組みを進めてきました。その結果、当初の予想を上回るペ

ースで本年も車券売上額を確保してきました。そして、平成２８年２月２０日から開催し

たＧⅢ奈良記念春日賞争覇戦の最終日の２月２３日時点において、平成２７年度奈良県営

競輪事業費特別会計当初予算における車券発売金などの事業収入の総額が１０９億６，２

００万２，０００円を超え、今後開催予定のレースの売り上げも考慮しますと、３７ペー

ジに記載の、事業収入の総額が１４億円増の１２３億６，２００万２，０００円、収入合

計では１２６億６，３００万円と見込まれることとなりました。

あわせて売り上げの増加に伴い、車券払戻金などの必要経費も増大し、春日賞の最終日

である平成２８年２月２３日をもって、競輪事業費の総額が当初予算額１１２億６，３０

０万円をオーバーすることが確実となりました。このことから車券払戻金を確保する必要

もあるため、３８ページ、歳出合計として１４億円増の１２６億６，３００万円と見込ま

れることから、平成２８年２月２３日において、同特別会計の歳入歳出予算の総額に１４

億円を追加した歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２６億６，３００万円とすることについ

て、やむを得ず地方自治法第１７９条１項の規定により専決処分をしました。そのことか

ら同条第３項の規定によって報告し、ご承認をお願いするものです。

「平成２８年２月県議会提出条例」のうち産業・雇用振興部所管の条例について説明し
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ます。

産業・雇用振興部関係は３件です。まず１７ページ、奈良県附属機関に関する条例の一

部を改正する条例です。知事の附属機関としての審査会等を設置するためのものですが、

産業・雇用振興部に関するものとしては、２附属機関の廃止です。（１）Ｌｉｖｉｎｇ

Ｓｃｉｅｎｃｅ最適展開支援事業補助金選定審査会は平成２７年度をもってＬｉｖｉｎｇ

Ｓｃｉｅｎｃｅ最適展開支援事業を廃止していますので、当該委員会を廃止するもので

す。（２）奈良県商業活性化協働推進事業審査委員会についても、平成２７年度をもって

商業活性化協働推進事業を廃止することにしていますので、当該委員会を廃止するもので

す。新旧対照表については、２０ページに記載し、施行期日については、平成２８年４月

１日を予定しています。

３９ページ、学校教育法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例です。学校教育法の

改正により、現行の小・中学校に加えて新たな学校の種類として、小学校から中学校まで

の義務教育を一貫して行う義務教育学校が規定されたことに伴い、所要の改正をするもの

です。産業・雇用振興部に関係するものは、奈良県職業訓練の基準等に関する条例の一部

改正で、職業訓練の対象者として義務教育学校を卒業した者を追加するものです。新旧対

照表は４３ページに記載し、施行期日は、平成２８年４月１日を予定しています。

３１６ページ、奈良県企業立地及び宿泊施設誘致を促進するための県税の特例に関する

条例の一部を改正する条例についてです。奈良県内における企業の立地や宿泊施設の誘致

を促進するために、県独自で、一定の要件のもとに事業税、不動産取得税などの県税の軽

減措置を講じています。平成２８年３月３１日に本条例の適用期限を迎えることから、特

例措置の適用期限を、平成３３年３月３１日まで５年延長しようとするために所要の改正

をするものです。新旧対照表は３１７ページから３１９ページに記載し、施行期日につい

ては、平成２８年４月１日を予定しています。

以上で平成２８年２月定例県議会提出条例に関する産業・雇用振興部所管の条例につい

て説明を終わります。

契約等について説明をします。「平成２７年度一般会計特別会計補正予算案その他（追

加提出分）の３１ページ、議第１３４号、権利の放棄についてです。中小企業近代化資金

貸付金、小売商業高度化資金貸付金の２つの貸付金について、県が有する債権を放棄する

ものです。中小企業近代化資金貸付金は、中小企業者の設備の近代化を支援するために、

国の補助を受けて県が貸し付けを行ったもので、今回放棄しようとする債権は１件で、金
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額は４８万１，０００円です。

小売商業高度化資金貸付金は、県内の小売商業の振興を図るために県が単独で貸し付け

を行ったもので、今回放棄しようという債権は１件で、金額は２３３万５，０００円です。

これらの債権について、昭和４８年度及び昭和６２年度に貸し付けを行った後、経済情勢

の変化により債務者等が倒産するなどしたため返済が困難な状況となりました。

今回この２件を回収不能と判断した案件について、県としても繰り返し訪問や督促を行

い、金融機関の債権回収業務経験者を未収金対策に専従させるなど債権回収に努めてきた

ところですが、これ以上回収を継続しても、法的手続費用、人件費などの経費のほうが回

収見込み額を大幅に上回る状況となったため、債務者の資産等の状況を再度精査した上で、

やむを得ず債権を放棄するものです。地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により議

決をお願いする次第です。

４４ページ、奈良県手数料条例の一部を改正する条例です。技能検定合格証書の再交付

手数料及び技能検定試験手数料について規定している国の職業能力開発促進法施行令の条

項が変更になり、引用している条項が改正により変更となりましたので所要の改正を行っ

たものです。

なお、法令の改変に伴う当該条例の条項を引用する条項の整備については、知事の専決

処分事項とされていますので、専決としました。

以上で、産業・雇用振興部所管の２月定例県議会に提出している議案についての説明を

終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○福谷農林部長 農林部関係の議案について説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の１８ページ、農林部所管の主な事業について、新規事業を中心に説明します。

経済の活性化［産業構造の改革］、１リーディング分野・チャレンジ分野における産業育

成ですが、漢方のメッカ推進プロジェクト事業では、奈良県ゆかりの薬用作物の安定供給

に係る研究を行うほか、薬用作物に取り組む農業生産法人等に対する栽培技術指導や経営

分析の実施、市町村が行う高品質、安定生産等の取り組みに対する支援を行います。また、

新たに宇陀地域の気候や土壌条件に適応した薬草の研究を始めます。

２０ページ、２意欲ある企業・起業家への重点支援（２）国内外への販路開拓支援です。

奈良の農産品海外販路開拓事業では、海外の輸出環境情報の収集や香港Ｆｏｏｄ Ｅｘｐ

ｏへの出展などにより、県内農産物の海外への販路開拓の支援を行います。
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県産材海外販路拡大事業では、海外で開催される見本市において、県産材のＰＲを行う

事業者に対する支援を行うほか、専門家等からの情報収集や海外販路開拓のためのセミナ

ーを開催します。

２１ページ、（３）起業の促進です。新規事業の縦型事業協同組合モデル実証事業では、

生産、流通、加工、販売を連結する縦型の事業協同組合モデルの実証を……。

○田尻委員長 説明の途中ですが、一旦中断させていただき、東日本大震災の発生から５

年を迎え、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと思います。

それでは皆様、ご起立をお願いいたします。黙祷。

（全員起立）

ありがとうございました。ご着席お願いします。

それでは、引き続き説明をお願いします。

○福谷農林部長 それでは、説明の再開をさせていただきます。

２１ページ、（３）起業の促進です。新規事業の縦型事業協同組合モデル実証事業では、

生産・流通・加工・販売を連結する縦型の事業協同組合モデルの実証を行うため、生産で

は大和野菜増産モデル事業において、大和野菜生産圃場の設置等による大和野菜の増産、

流通では、首都圏における県産農産物評価向上支援事業において、県産農産物の首都圏配

送の支援等、加工販売では、実需ニーズに合わせた県産農産物加工品づくり事業において、

大和野菜の加工品製造及び学校給食等への売り込みを連携して実施します。

新規事業の企業等農業参入支援事業では、県内における企業等の農業参入を推進するた

め、セミナーや先進事例調査等を行うほか、先進的な農業経営を行う企業等の生産に対し、

支援をします。

２８ページ、３企業誘致の推進の（１）誘致活動の強化、新規事業のなら農地有効活用

モデル事業では、耕作放棄地の有効活用を促進し、新たな農業ビジネスのモデルを確立す

るため耕作放棄地を整備し、意欲ある担い手への貸し出しを行います。

４０ページ、経済の活性化［観光の振興］、２食・土産物です。東京における県産食材

レストラン運営事業では、県産食材のイメージアップやブランド力の向上を目的として、

平成２８年１月に東京に開設したレストランの運営を行います。

首都圏でのならの「食」ＰＲ事業では、首都圏での県産農産物等の食と観光ＰＲのため、

首都圏の百貨店においてフェアを開催します。また、東京における県産食材レストランと

きのもりを活用して、首都圏量販店バイヤーとの商談会を実施するなど、奈良の食のＰＲ
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を行います。

４１ページ、３観光の環境整備（２）移動環境の整備等です。農村周遊自転車ルート整

備事業では、歴史文化資源・農村景観を活用して農村地域の活性化を図るため、農村周遊

自転車ルート整備に向けての測量及び実施設計を行います。

４８ページ、５にぎわいの拠点づくり（６）食と農の魅力創造国際大学校です。なら食

と農の魅力創造国際大学校運営事業では、平成２８年４月に開校します、なら食と農の魅

力創造国際大学校、通称ＮＡＦＩＣの運営管理、オープンキャンパスの実施等を行います。

新規事業のＮＡＦＩＣを核とした賑わいづくり事業では、市や地域住民等で構成する地

域協議会の開催や附属セミナーハウスの整備基本計画の策定を行います。

５５ページ、経済の活性化［農・畜産・水産業の振興］１販路開拓に向けた取り組み戦

略（１）首都圏での販路拡大です。先ほど説明した東京における県産食材レストラン運営

事業、首都圏でのならの「食」ＰＲ事業のほか、記載のとおり、首都圏への販路開拓に向

け、各種事業を実施します。

５６ページ、（４）多様な流通経路の形成です。新規事業の県産農産物ＰＲ事業では、

県産農産物等の消費拡大のため、雑誌等の懸賞による県産農産物のＰＲキャンペーンやふ

るさと知事ネットワーク構成県による特産農産物の相互ＰＲを行います。

５８ページ、２、６次産業化の推進で、地域の食と農を活かしたぐるっとオーベルジュ

推進事業では、市町村によるオーベルジュの整備に係る基本計画の策定を支援します。

３チャレンジ品目等の生産拡大及びリーディング品目等のブランド化ですが、将来の成

長品目として選定した大和野菜やイチジクなどのチャレンジ品目について、品目に応じて

生産や組織化の支援をします。また、本県農業を牽引する柿、茶、イチゴなどのリーディ

ング品目の産地生産力や品質の向上、ブランド力の強化、消費拡大を推進するため、記載

のとおり取り組みます。

５９ページ、新規事業の奈良県産地パワーアップ事業では、柿選果場の機能向上のため

の設備整備、ブランド認証制度推進のための非破壊糖度センサーの整備等に対する支援を

行います。

奈良県農畜水産物ブランド認証事業では、農業産出額の増加を図るため、品目に加え、

品質による県産農畜水産物のブランド認証制度の構築を進めます。

新規事業の多様な需要に応じた米生産推進事業では、安定生産に向けた計画の策定等に

より、収益性の高い酒造好適米や飼料用米などの生産拡大を進めます。
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６０ページ、新規事業の大和牛ブランド認証推進事業では、大和牛のブランド力向上の

ため、オレイン酸含有率５５％以上などの高品質な大和牛の生産に対する支援を行います。

新規事業の畜産ブランド認証制度確立事業では、畜産ブランド力を向上させるため、大

和肉鶏やヤマトポークにおいて認証基準の検討等を行い、品質によるブランド認証制度の

構築を進めます。

新規事業のみつえ高原牧場活用検討事業では、畜産生産額の増加や地域の活性化に向け、

みつえ高原牧場への畜産団地、観光施設などの整備等について検討を行います。

県産蜂蜜ブランド確立事業では、ブランド認証基準の作成など、県産蜂蜜のブランド確

立に対する取り組みを支援します。

新規事業の畜産競争力強化対策整備事業では、鶏舎の改修や家畜排せつ物処理施設の整

備など、畜産競争力の強化に資する施設等の整備を支援します。

６１ページ、新規事業の水産業支援体制の検討事業ですが、県内水産業の実態調査や現

状分析を行い、今後の県内水産業の支援体制についての検討を行います。

４農業研究開発センターにおける研究開発の高度化ですが、農業研究開発センター整備

事業では、農業研究開発センターを農業大学校の跡地内に整備し、これを契機としてセン

ターの研究機能の高度化を図ります。

新品種・優良系統育成事業では、商品性の高いイチゴ品種、産地間競争に打ち勝つキク

品種の育成やジーンバンクの設置、運営などを進めます。

加工商品開発研究事業では、機能性成分に着目した新商品の開発など、奈良県特産品の

ブランド力を強化する特色のある加工商品や加工法の開発を進めます。その他、奈良県農

業研究開発中期運営方針に沿って、記載のとおりの研究開発事業に取り組みます。

６２ページ、５農村資源を活用した地域づくりです。

新規事業のため池水質改善モデル事業では、ため池の水質保全に向け、地元と連携した

ため池の水質改善に係るモデル事業を行います。

６３ページ、新規事業のならの農村文化創造事業では、農村文化資源の発掘や情報発信、

資源を活用したイベントを実施するほか、吉野川分水の歴史資料の展示等を行うなど、農

村の文化資源を活用し、地域の活性化を図るための取り組みを推進します。

新規事業のならジビエ推進事業では、県内の野生獣肉を地域資源として活用するため、

取り扱い施設の認定やＰＲツールの作成など、食用野生獣肉を取り扱う施設を支援します。

６奈良らしい農業の振興、（１）担い手の経営基盤強化支援で、奈良らしい農業・農村
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のあり方検討事業では、ワーキング会議や検討委員会において（仮称）奈良県農・畜産・

水産業の振興と農村の活性化に関する基本条例の制定に向けた検討を行います。

６４ページ、農地マネジメント推進事業では、担い手への農地の集積と耕作放棄地の解

消を推進するため、公益財団法人なら担い手・農地サポートセンターによる農地の出し手

と受け手のマッチングに対して支援をします。

新規事業の中山間地域等担い手収益向上支援事業では、中山間地域等において、農地集

積や高収益作物の導入など、地域の特性に応じて収益力の向上を図る取り組みに対して支

援します。

６５ページ、新規事業の担い手確保・経営強化支援事業では、人・農地プランが作成さ

れ、農地中間管理機構を活用している地区において、地域の中心経営体等が行う農業用施

設の整備等に対して支援をします。

６６ページ、（２）鳥獣被害対策の推進で、鳥獣被害対策防止対策事業では、被害防止

計画に基づき、市町村が実施する被害防除の研修や捕獲活動に対して支援をします。

新規事業の森林地域におけるニホンジカ捕獲モデル事業では、林業開発者、林業関係者

等と連携して、広域的、計画的なニホンジカの捕獲を実施します。

新規事業の若手狩猟者確保育成事業では、狩猟マップの作成やジビエ料理のレシピ開発

など、学生を中心としたハンティングサークル活動に対する支援を行います。その他、記

載のとおり各種事業を実施し、鳥獣被害対策を推進します。

６８ページ、経済の活性化［林業・木材産業の振興］です。１販路拡大に向けた取組戦

略（２）建築物への県産材利用の拡大ですが、建築物木造木質化推進事業では、県産材に

よる公共建築物の木造化、内装等の木質化整備に対し補助を行います。また、製材の日本

農林規格認定の取得講習会も開催します。

６９ページ、（３）くらしの道具・家具・土産物等への県産材利用の推進です。新規事

業の県産材家具の導入支援事業では、県内の木造公共建築物で多数の利用者や視察者が見

込まれる施設において、県産材家具の導入を行う市町村を支援します。

（４）県産材の販路開拓・流通拡大支援ですが、新規事業の奈良の木ＰＲ戦略推進事業

では、奈良の木に関する情報を集約したポータルサイトを開発し、奈良の木のＰＲを行い

ます。

県産材首都圏販路拡大事業では、東京オリンピック・パラリンピック関連施設等での県

産材使用に向けた売り込みや大規模展覧会ＨＯＵＳＥ ＶＩＳＩＯＮ２０１６での県産材
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のＰＲなど、首都圏の商業施設や住宅等への新たな販路開拓を進めます。

７０ページ、新規事業の「奈良の木で健康になる」実証事業では、抗菌性等に関する試

験・研究を行い、県産材の持つ健康増進効果の検証及びＰＲを行います。

新規事業の産直住宅強化支援事業では、産直住宅を軸にした縦型事業協同組合の取組を

支援するため、素材生産者からエンドユーザーまでをつなぐコーディネーターの配置に対

する補助をします。

新規事業の合板・製材生産性強化対策事業では、林業関係者と県が共同で策定する体質

強化計画に基づき、生産性の向上を図る合板・製材工場等の施設整備に対する支援を行い

ます。

（５）木質バイオマスエネルギーの利活用の推進ですが、木質バイオマス実証実験事業

では、原料木材搬出及びペレット製造の低コスト化の検証等、再生可能エネルギーとして

の木質バイオマスの利用推進に向けた実証実験を行います。

７１ページ、２県産材の安定供給、（１）奈良型作業道等による木材生産の拡大、奈良

県木材生産推進事業では、第１種木材生産林において、長期間使用できる壊れにくい作業

道の重点開設等による木材生産拡大への取組に対して支援します。

（２）「木材生産林」の整備推進、木材生産林育成整備事業では、第２種木材生産林に

おける間伐等の計画的な森林整備に対して支援をします。

施業提案体制整備事業では、森林所有者の意欲低下のため木材生産が行われていない地

域において、儲かる林業の施業プランを森林所有者に提案するとともに、意欲ある素材生

産業者とのマッチングを行い、素材生産量の拡大を図ります。

７２ページ、新規事業の素材生産力強化推進事業では、素材生産力の強化を図る事業者

のより効率的な素材生産が可能な作業システムの実践に対し支援をします。

３森林環境の保全と活用の（１）「環境保全林」の整備・保全推進、施業放置林整備事

業では、森林の公益的機能の増進を図るため、施業放置林について、強度の間伐等を実施

をします。

里山づくり推進事業では、ＮＰＯやボランティア団体等の協力を得ながら、放置され荒

廃した里山の景観や機能の回復を行います。

７３ページ、（２）森林環境管理制度の導入検討で、森林環境管理制度導入検討事業で

は、欧州の先進地との交流を促進し、森林の公益的機能や生物多様性の保全等に着目した

効率的で持続可能な森林環境管理制度の導入を検討します。
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１７５ページ、効率的・効果的な基盤整備、８農林業生産基盤整備の推進ですが、平成

２７年度２月補正を含めた平成２８年度の農林公共事業については、災害関連事業を除き、

直轄事業負担金の減等により、事業規模では１５．４％の減の４５億３００万円となって

います。農業生産基盤の整備として、１７６ページにかけて記載のとおり、土地改良事業、

農道整備事業、農地防災事業などを実施をします。

１７７ページ、林業生産基盤についても、林道整備事業や治山事業のほか、記載のとお

り災害復旧事業等を進めます。

なお、金額欄に２月補正と表記しているものについては、国補正予算に対して２月補正

予算案に計上し、全額を平成２８年度に繰り越します。以上が農林部関係の予算案の概要

です。

次に、「平成２７年度２月補正予算案の概要（追加提出分）」の２ページ、増額補正の国

庫返還金ですが、国の震災復興関連予算で造成をしました森林整備加速化・林業再生基金

の不用残高を返還するため、２億３８５万１，０００円の補正をお願いするものです。

３ページ、減額補正で、農業研究開発センター整備事業ですが、施設建築工事の入札不

調に伴い、複数の施設を１期と２期に分割再発注としましたが、２期工事の交流サロン棟

を平成２８年度予算としたことから今年度予算額に不用が生じたことなどにより、７億４，

０００万円の減額補正をするものです。

４ページ、繰越明許費補正の新規分です。土地改良事業ですが、工事の騒音対策や境界

の確定等に係る地元調整に不測の日数を要したことなどにより、合わせて１億２００万円

余の繰り越しをお願いするものです。

農道整備事業ですが、地図訂正等に係る地元調整に不測の日数を要したこと等により１，

８００万円余の繰り越しをお願いするものです。

農地防災事業ですが、堤防の土質が想定以上に悪く、その対策に要する設計及び工法検

討に不測の日数を要したこと等により、合わせて４，８００万円余の繰り越しをお願いす

るものです。

建築物木造木質化推進事業ですが、事業主体において、地元同意に不測の日数を要した

ことにより、事業のおくれが生じたため、３００万円余の繰り越しをお願いするものです。

林道整備事業ですが、工事進入路ののり面が崩壊したこと等に伴い、事業主体において、

事業のおくれが生じたため、７，９００万円余の繰り越しをお願いするものです。

６ページ、林道災害復旧事業ですが、運搬路の災害などにより現場への資材の運搬が不
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可能となったことなどにより、事業主体による事業のおくれが生じたため、６，４００万

円余の繰り越しをお願いするものです。

変更分、農業研究開発センター整備事業ですが、平成２７年１２月にガラス温室等の新

設工事が入札不調となり、再入札の必要が生じたことや、温室工事と連動するほ場整備工

事の工法検討に不測の日数を要したこと等により、記載のとおり繰越額の変更をお願いす

るものです。

土地改良事業ですが、工事施工に当たり、必要となる通行どめに係る地元調整に不測の

日数を要したことにより、記載のとおり繰越額の変更をお願いをするものです。

農地防災事業ですが、工事に当たり、必要な排水を行うための施設が破損をしており、

ため池の水位を低下させるなどの工法の検討に不測の日数を要したこと等により、記載の

とおり繰越額の変更をお願いするものです。

治山事業ですが、資材運搬路の設置等に当たって地元との調整に不測の日数を要したこ

となどにより、記載のとおり繰越額の変更をお願いするものです。

繰り越しについては、従来より定期的に進捗会議を行い、進行管理に努めてきたところ

ではありますが、より一層の進行管理の徹底に努め、早期に完了に向けて取り組みます。

「平成２８年２月県議会提出条例」の４８ページ、奈良県手数料条例等の一部を改正す

る条例について説明します。農林部に係る改正は、（１）イ地域登録検査機関登録手数料

等の新設、ウ家畜注射手数料の新設、（２）奈良県農業大学校が行う短期の研修に係る受

講料等の新設等です。地域登録検査機関登録手数料の新設は、農産物検査法の登録検査機

関の登録等の事務が国から県に権限移譲されるのに伴い、奈良県手数料条例の一部を改正

するものです。

家畜注射手数料の新設は、平成２６年度に実施した全国的な抗体調査により、奈良県内

における牛ウイルス性下痢粘膜病２型のウイルスの存在が明らかになったことから、この

ウイルスによる発症を未然に防ぐため、これまで実施をしていた５種混合ワクチン予防注

射にこのウイルスのワクチンを追加した６種混合ワクチン予防注射を行う手数料を新設す

るため、奈良県手数料条例の一部を改正を行うものです。

奈良県農業大学校が行う短期の研修に係る受講料の新設等は、農業大学校がなら食と農

の魅力創造国際大学校になり、行う短期研修の授業料の徴収について規定するため、奈良

県農業大学校条例の一部を改正するものです。いずれも施行日は平成２８年４月１日を予

定をしています。
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「平成２７年度一般会計・特別会計補正予算案その他（追加提出分）」の３２ページ、

議第１３５号及び議第１３６号、権利の放棄についてです。議第１３５号については、奈

良県中央卸売市場から廃業撤退した事業者について、破産法の規定による破産手続、廃止

の決定が確定をしたため、同事業者が県に対し未払いとなっていた施設使用料、水使用料、

電気使用料、下水道使用料の３件、３３７万２，０００円余の市場使用料について、誠に

遺憾ながら、債権の回収が不可能となったものです。

３３ページ、議第１３６号ですが、農業改良資金貸付金を貸し付けた農業者について、

民事再生法の規定により免責が確定をしたため、県に対して未払いとなっていた４件、４

３６万１，０００円余について、誠に遺憾ながら債権の回収が不可能となったものです。

これらの債権について、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、それぞれ議決

を求めるものです。

以上が農林部提出議案の説明です。ご審議をよろしくお願いします。

○加藤県土マネジメント部長 県土マネジメント部所管の平成２８年度当初予算案及び平

成２７年度２月補正予算案について説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の１６１ページ、効率的・効果的な基盤整備から説明します。

平成２８年度の取組方針ですけれども、住んで良し、働いて良し、訪れて良しの奈良県

に向けて、経済の活性化、暮らしの向上、南部・東部地域の振興といった施策を下支えす

る社会インフラについて、国の施策とのマッチング等も考慮しながら、選択と集中により

取り組みたいと考えています。

公共予算の全体像ですけれども、災害復旧費、特別会計の下水道事業を除く土木関係公

共事業費全体で、平成２８年度当初予算と平成２７年度２月補正予算の合計額は４５９億

２，１００万円で、平成２７年度に比べて２．９％の減です。

内訳は、補助公共事業が２９５億１，７００万円で、平成２７年度に比べて９．６％の

減ですが、その分単独公共事業については５４億４，７００万円で、平成２７年度よりも

１９．７％の増です。

直轄事業負担金については、１０９億５，７００万円で８．５％の増となっています。

公共事業の補助の関係については、近年の国からの交付金事業等の内示額の状況を踏ま

えた規模として、減額した財源については、その分県の単独事業に振りかえることにより

対応を図りたいと考えています。
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内容について、道路、交通環境、河川・砂防、災害復旧、流域下水道の順に説明します。

１道路整備の推進、（１）道路・街路の整備ですが、道路改良事業、骨格幹線結節点整

備事業、道路改良等基礎調査、陸上自衛隊駐屯地関連道路調査の４つが県土マネジメント

部所管の事業です。

骨格幹線道路ネットワークをはじめとする国道、県道の整備、事業化に向けた道路の調

査・検討を推進します。

１６２ページ、（２）直轄道路事業費負担金ですが、京奈和自動車道や国道１６８号十

津川道路をはじめとする国の直轄事業への負担金です。平成２８年度は京奈和自動車道、

大和御所道路の御所南インターチェンジから五條北インターチェンジ間、約７キロメート

ルの開通が予定されています。

（３）災害の備えですけれども、橋りょうの耐震補強、道路のり面の防災事業等に要す

る経費です。

（４）道路施設老朽化対策は、長寿命化修繕計画に基づき実施する橋りょう、トンネル

の道路構造物の補修、５年に１度の実施が義務づけられたトンネル、橋りょう等の定期点

検及び診断に要する経費です。

１６３ページ、（５）道路施設の維持管理ですが、道路舗装の補修、道路の照明、ガー

ドレールなどの道路構造物のメンテナンス、除草、清掃、除雪などの維持管理に要する費

用です。

２交通環境の充実で、（１）公共交通の利用促進ですが、リニア中央新幹線調査検討事

業では、リニア中央新幹線について、将来のＪＲ東海支援も視野に入れて、県独自の調

査・検討を進めます。

交通基本戦略推進事業は、来年度から新たに取り組む内容が２つあり、１つ目は新規事

業の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通再編実施計画の策

定に向けた検討で、今議会にも提出していますが、今年度作成する公共交通基本計画の計

画を踏まえて、さらに具体的な内容を定める地域公共交通網実施計画と、再編実施計画を

平成２８年度策定したいということで、その策定に向けた検討や人材育成等に向けた研修

会の開催について新たに取り組みたいと考えています。

奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事業、安心して暮らせる地域公共交通確保事業、

連携協定に基づくバス交通支援事業ですが、これらは民間事業者や市町村等への補助事業

です。路線バスや市町村が運営する広域コミュニティバスの運行、ノンステップバスの購
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入、まちづくりと一体となった実証実験に対して補助を行いたいと考えています。

１６４ページ、鉄道駅バリアフリー整備事業では、鉄道駅におけるバリアフリーを推進

するため、鉄道事業者が行うエレベーターの設置、点字ブロックの設置に対して補助を行

います。

（２）観光環境の向上です。奈良中心市街地の交通対策事業、奈良公園交通対策事業で

は、ぐるっとバスの運行、パークアンドバスライドの実施、（仮称）登大路バスターミナ

ルの造成工事に要する経費です。

観光案内サイン整備事業、無電柱化推進事業、「眺めがよく安全な道路」づくり事業で

は、観光案内のサインの設置、電線類の地中化、道路における景観確保という取り組みを

推進します。

（仮称）京奈和自転車道整備事業、自転車利用促進事業は自転車による観光振興の関係

ですが、自転車道の整備、案内サインの整備の取り組みを推進します。

１６５ページ、（３）交通安全対策です。交通安全対策事業、通学路の安全対策事業、

歩道におけるバリアフリー整備事業が県土マネジメント部の所管事業で、事故危険箇所で

の交通安全対策、通学路における安全確保対策、歩道等の整備、段差解消のようなバリア

フリー対策などの事業を推進します。

１６６ページ、４河川・砂防施設の整備です。（１）河川の整備、大和川流域総合治水

対策推進事業では、大和川水系の県管理河川において、河川改修、調整池整備の治水対策

を推進するほか、直轄が進めている遊水地と一体となった内水対策の実施に向けた調査・

検討や総合治水に関する条例の制定に向けた検討などの取り組みを推進します。

南部東部地域河川改良事業、新宮川水系堆積土砂処分推進事業は、南部東部地域におけ

る紀の川、宇陀川、神納川等において、河川改修や堆積土砂の撤去などの事業を推進しま

す。

水辺の遊歩道整備事業ですが、堤防に遊歩道を整備する事業となっています。

１６７ページ、河川整備計画調査事業ですが、河川事業の再評価や調査に要する経費で

す。

（２）ダム建設事業では、天理ダムにおける洪水調節放流管の整備等を推進します。

（３）砂防施設の整備で、通常砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業は、

それぞれ砂防堰堤をはじめとしたハード対策に要する経費です。危険箇所調査等事業、大

規模土砂災害防止対策推進事業は、土砂災害の兆候が見られる箇所での調査・検討、新た
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な推進計画の策定に要する経費です。

１６８ページ、（４）直轄河川事業費負担金ですが、大和川における直轄遊水地をはじ

めとする大和川、紀の川の河川改修、紀伊山地砂防事務所が実施をしている６カ所の土砂

ダム対策等、国直轄事業への負担金となっています。

（５）ソフト対策による防災・減災です。一昨年の広島における大規模な土砂災害、昨

年の関東東北豪雨を契機に、住民みずからがリスクを察知し、主体的に避難できるよう、

住民目線のソフト対策を強化する方向が打ち出されています。そういった国の施策にも対

応した内容です。

河川情報基盤整備事業、新規事業の土砂災害・防災情報システム整備事業ですが、鉄道

駅におけるデジタルサイネージやインターネットなどにより、河川の水位、リアルタイム

の雨量という情報を幅広く県民に提供するシステムを構築するための経費です。

土砂災害基礎調査・指定推進事業です。土砂災害特別警戒区域、よくレッド区域と呼ん

でいますが、そういった区域の指定に向けた基礎調査等を実施していくための経費です。

土砂災害防災訓練支援事業ですが、防災訓練に取り組む市町村を支援するための経費で

す。

（６）河川・砂防施設の老朽化対策は、県管理のダムや砂防関係施設の長寿命化計画を

策定するための経費です。

１６９ページ、（７）河川・砂防施設の維持管理です。河川維持修繕、ダム施設維持修

繕、砂防施設維持修繕の事業は、河川における堆積土砂の撤去、除草、清掃等、各それぞ

れの施設の維持、メンテナンスに要する経費です。

地域の河川サポート事業ですが、地元自治会等が行う清掃活動などを支援するための経

費です。

奈良河川彩りづくり事業、河川美化対策事業、大和川水質改善事業は、花壇の整備、不

法投棄の撤去、水質改善等、河川の美化、環境改善に要する経費です。

河川安全対策事業は、吉野川宮滝地区での水難パトロールの委託に要する経費です。

新規事業の砂防指定地等管理適正化推進事業は、砂防指定地の見直しの検討や違反行為

の把握等に要する経費です。

５公共土木施設の災害復旧で、過年度に発生した災害に対する災害復旧事業に要する経

費です。

１７０ページ、いずれも平成２８年度に災害が発生した場合に備えて、あらかじめ枠ど
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りをしているものです。

６上下水道施設の整備ですが、流域下水道は、１７１ページ、（４）下水道事業の推進

からです。ア流域下水道施設の整備の推進ですけれども、三郷町、御所市の公共下水道の

整備にあわせて流域下水道の幹線管渠の整備等を推進していくための経費です。イ流域下

水道施設の耐震対策です。幹線管渠、処理場の各種施設の耐震補強に要する経費です。

１７２ページ、ウ流域下水道施設の老朽化対策です。長寿命化計画に基づき、各種施設

の更新工事等を実施します。エ流域下水道施設のエネルギー対策の推進です。下水の汚泥

を活用したバイオガスによる発電設備等の整備等を推進します。オ流域下水道のマネジメ

ントで経営の効率化に向けた取り組みです。新規事業の流域下水道公営企業会計導入推進

事業ですが、公営企業会計の導入に向けて、必要となる資産調査を進めます。流域下水道

負荷軽減等推進事業では、平成２８年度より新たに雨天時の不明水の調査等を進めたいと

考えています。カ流域下水道の維持管理は４カ所ある流域下水道の処理場でそれぞれ必要

となる経費です。

以上が県土マネジメント部の主な内容ですが、効率的・効果的な整備の以外の施策で記

載している事業がありますので、紹介します。

３５ページ、経済の活性化［県内就業の促進］の３若者の就労支援ですけれども、新規

事業の建設業界の若手技術者等の確保・育成支援事業で、来年度から新たに建設現場での

体験学習、一日インターン、若者への建設業の魅力発信といった取り組みを進めたいと考

えています。

１８１ページ、協働の推進及び市町村への支援［協働の推進］の花いっぱい推進事業、

大宮通りの植栽及び修景整備は、地元自治会との協力のもと、道路への花壇の設置、ＪＲ

油阪高架橋付近の緑化を推進します。

みんなで・守ロード事業は、地元の自治会等が実施する道路の清掃活動等へ支援を行い

ます。

１８４ページ、協働の推進及び市町村への支援［市町村への支援］での奈良モデルの推

進ですけれども、道路施設老朽化対策市町村支援事業では、県が市町村から委託を受けて、

市町村の管理する橋りょうの定期点検や補修工事を奈良モデルとして実施します。

以上が県土マネジメント部の予算の主な内容です。

なお、直轄負担金を除く２月補正分については、適正な工期を確保するため、全額を平

成２８年度に繰り越しをお願いします。
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○田尻委員長 説明をいただいている途中ですが、ここで１０分間の休憩をとらせていた

だいて、１５時４５分の再開ということでよろしくお願いいたします。しばらく休憩いた

します。

１５：３５分 休憩

１５：４８分 再開

○田尻委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を始めます。

○加藤県土マネジメント部長 引き続き説明します。

「平成２７年度２月補正予算案の概要（追加提出分）」の４ページ、繰越明許の補正で

す。新規は、道路維持修繕事業、道路橋りょう整備事業、５ページ、交通安全施設整備事

業からダム建設事業までと６ページ、公共土木施設災害復旧事業の１０の事業です。

変更は、道路橋りょう整備事業、河川改良事業、砂防事業の３つです。

以上が一般会計で、特別会計は、８ページ、４流域下水道の関係で、県土マネジメント

部分については、一般会計流域下水道の特別会計を合わせて、新規で１１事業、変更で３

事業の繰り越しをお願いします。施工中の工事箇所が昨年７月の台風１１号により被災し

た工事の施工方法や条件について、地元地域との調整や用地交渉の難航により、用地取得

がおくれたという理由により、やむを得ずそれぞれ記載の金額の繰り越しをお願いするも

のです。

繰り越しについては、議会においてもたびたびご指摘をいただいているところです。今

年度については昨年度よりも少なくなっていますけれども、まだ大きな数字で、削減につ

いては、来年度も今年度に増して、部局一丸となって削減に取り組みたいと思います。

続いて、本議会に提出しています条例の関係の説明をします。

「平成２８年２月県議会提出条例」の３２０ページ、奈良県砂防指定地等管理条例の一

部を改正する条例です。砂防法では、国土交通大臣が土砂災害を防止するため、一定の行

為を禁止・制限すべき土地として、砂防指定地域を指定します。国土交通大臣が指定した

砂防指定地については知事が条例に基づいて管理をする構造になっており、その条例が奈

良県砂防指定地等管理条例になります。現行の条例では、罰則の対象が無許可行為だけと

いうことになっています。無許可行為だけが罰則の対象となっていることから、変更の手

続をとらない、許可条件を守らない、知事の命令に従わないという場合でも告発ができな

いということになっています。そこで、３罰則にありますように、罰則の対象を拡大する

ということです。
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あわせて罰金は、現行２万円ですけれども、５０万円に上限を上げることにより、砂防

指定地の管理の適正化を図るための環境を整えたいという趣旨です。施行期日は、平成２

８年の７月１日、３２２ページに新旧対照表をつけています。

「平成２７年度一般会計特別会計補正予算案その他（追加提出分）」の２６ページ、県

土マネジメント所管の契約変更が２件あります。議第１２９号、道路整備事業にかかる請

負契約の変更についてで、請負契約名は、一般国道３０９号丹生バイパス社会資本整備総

合交付金事業（道路改良）工事です。国道３０９号丹生バイパスの丹生トンネルの工事で、

工期は、平成２８年３月２８日です。労務単価の上昇、工事一時中止に伴う費用の増加、

換気設備の変更に対応するため、記載のとおり契約金額を変更するものです。

２７ページ、議第１３０号、地すべり激甚災害対策特別緊急事業にかかる請負契約の変

更です。請負契約名は折立地区地すべり激甚災害対策特別緊急事業工事で、十津川村折立

地区において、紀伊半島大水害により発生した地すべりをとめるための工事です。工期は、

平成２８年３月２８日までです。労務単価の上昇に対応するため、記載のとおり契約金額

を変更するものです。

県土マネジメント部所管の提出議案の説明は以上です。ご審議のほどどうぞよろしくお

願いします。

○金剛まちづくり推進局長 まちづくり推進局の説明をします。「平成２８年度一般会計

特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案の概要」の２８ページ、企

業誘致の推進での工業ゾーン創出プロジェクト事業です。京奈和自動車道及び西名阪自動

車道の周辺における工業ゾーンの創出に向けた事業化を検討するため、市町村との協議会

の運営や工業ゾーン予定地の調査を行うものです。

３１ページ、６観光消費の活性化の、ホテルを核とした賑わいと交流の拠点整備事業で

す。大宮通りのホテル・交流拠点における国際ブランドホテルを核とした賑わいの拠点整

備を推進するものです。平成２８年度は、新たにコンベンション施設の整備・設計で、周

辺交差点改良などの測量・設計を行います。

４２ページ、（３）景観整備の奈良の彩りづくり事業（馬見丘陵公園）です。馬見丘陵

公園の魅力向上のために、チューリップ等によるパノラマ景観の創出など、記載の取り組

みを実施するものです。

４５ページ、（４）花・彩りのイベント、やまと花ごよみ開催事業です。馬見丘陵公園

において、チューリップフェアやフラワーフェスタなど、年間を通じて花と親しむイベン
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トなどの取り組みを行うものです。平成２８年度は、新たに誘客を促進するためのイベン

トを開催します。

（５）地域連携型イベント、平城宮跡内イベント展開事業です。宮跡でのにぎわいを創

出するため、春、夏、秋に記載のイベントなどを開催するものです。

４６ページ、（２）奈良公園、奈良公園施設魅力向上事業です。奈良公園を世界に誇れ

る公園にしていくために、奈良公園、その周辺の整備を行うものです。

４７ページ、（３）平城宮跡の整備等、平城宮跡の利活用推進事業です。朱雀大路西側

地区において施設等の整備を行うとともに、朱雀大路の東側地区でも調査・測量を行うも

のです。

４８ページ、阿倍仲麻呂”遣唐”１３００年記念プロジェクト推進事業です。平城宮跡

歴史公園の第一次開園に向けて、機運を高め、誘客を図るキックオフイベント、プロモー

ションの実施をするものです。

（５）飛鳥・藤原宮跡、飛鳥・藤原地域魅力向上事業です。飛鳥と藤原宮跡、その周辺

地域の歴史的資産を保存・活用するための基礎調査、飛鳥京跡苑地の保存整備に向けた設

計を行うものです。

７７ページ、高度医療の確保・充実、（１）奈良県総合医療センターの移転整備、新奈

良県総合医療センター関連道路整備事業ですが、同センターへのアクセスのため、石木城

線を整備するものです。

新奈良県総合医療センターアクセス整備推進事業費補助です。同センターへのアクセス

のため、奈良市が行う道路整備事業に対して補助をするものです。

１２７ページ、３だれもがいつでもスポーツを楽しめる環境づくり、まほろば健康パー

クの管理・運営です。ＰＦＩにより、諸施設を一体的に管理・運営するものです。平成２

８年度は新たにスイムピアの屋外プールの南側の観客席、その屋根の整備に向けた設計を

実施します。

１４４ページ、１にぎわいのある住みよいまちづくり、（１）県有施設を活用したまち

づくりの推進、医大・周辺まちづくり検討事業です。県立医科大学の移転整備に合わせた

周辺まちづくりを検討するものです。新たに近鉄橿原線の新駅の設置検討、民間活力を導

入したまちづくりの整備手法の検討を行います。

（２）市町村との協働まちづくりプロジェクト、市町村とのまちづくり連携推進事業で

す。協働して取り組む市町村のプロジェクトに対し補助するものです。平成２８年度は新
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たにイベント開催など、ソフト事業への補助も行います。

１４５ページ、市町村とのまちづくり応援事業については、まちづくりのイメージ整理

のための調査・検討を支援する、近鉄大福駅周辺地区拠点整備事業については、平成２８

年度は桜井市と協働して県営住宅用地を活用したまちづくりを推進するものです。工事基

本設計、建てかえ工事の基本設計、除却の工事の設計、地質調査などを行います。

まちづくり連携協定関連道路整備事業ですが、平成２８年度は新たに近鉄郡山駅周辺の

都市計画道路のあり方の検討に取り組みます。

（３）まちづくりへの支援、住生活ビジョン推進事業です。国の住生活基本計画見直し

に合わせて、奈良県としても住生活基本計画の改定を行うものです。

地域空き家対策推進事業です。モデル地区で郊外住宅地等での空き家への具体的な対応

策について、市町村と協働で検討をするものです。平成２８年度は県と市町村との連絡会

議、講習会、シンポジウムを開催します。

１５６ページ、南部地域・東部地域の振興で、南部・東部地域づくり推進支援事業です。

この地域における定住促進、空き家の利活用など集落づくりプロジェクトを推進するため、

市町村へ技術的支援など記載の事業を行うものです。

新規事業の県内大学生が創る奈良の集落活性化事業です。大学生の提案事業で、十津川

村において、休憩所、体験宿泊所の整備などを行うことにしています。

１６１ページ、（１）道路・街路の街路改良事業で、選択と集中により奈良橿原線など

重点的に整備を行います。

（仮称）奈良インターチェンジ周辺整備事業です。京奈和自動車道の（仮称）奈良イン

ターチェンジから奈良の中心市街地を結ぶ西九条佐保線、ＪＲ関西本線の整備を行うもの

です。

１６５ページ、３住環境の整備です。補助土地区画整理事業は、平群駅西地区で行う土

地区画整理に対して補助を行うものです。

県営住宅建替事業で、小泉県営住宅の完成、移転に伴い、廃止する県営住宅の除却など

を行うものです。また、天理県営住宅の余剰地の活用方策の検討も行います。

県営住宅ストック総合改善事業ですけれども、稗田団地の外壁改修など、記載の工事を

行います。県営住宅の長寿命化計画の策定にも取り組みます。

１７４ページ、（５）公園施設の老朽化対策の都市公園整備事業で、記載の各都市公園

で取り組みを行います。以上がまちづくり推進局の予算の主な内容です。
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続いて、２月補正予算案の追加提案分について説明します。「平成２７年度２月補正予

算案の概要（追加提出分）」の５ページ、街路事業から以下、県営住宅ストック総合改善

事業まで９つの事業、街路、土地区画整理、公園、住宅等記載しており、いずれも地元調

整や関係機関の調整等に不測の日時を要す、候補の検討に不測の日時を要すということで、

それぞれの記載の金額、繰り越し理由により、やむを得ず繰り越しをお願いするものです。

６ページ、変更で、平城宮跡の利活用推進事業です。平城宮跡歴史公園の用地である積

水化学工業の跡地の施設整備に当たり、土壌汚染対策や文化財調査等の対応に、地元調整

等に不測の日時を要し、やむを得ず繰越額の変更をお願いするものです。今後の執行につ

いては、計画的な執行、進捗管理に努めたいと思います。少しでも多くの年度内の完成、

新年度でも早期の完成に向けて取り組みたいと思いますので、ご理解をよろしくお願いし

ます。

まちづくり推進局所管の２月県議会提出条例について説明します。全部で３件あります。

「平成２８年２月県議会提出条例」の１７ページ、奈良県附属機関に関する条例の一部

を改正する条例です。まちづくり推進局は、（４）飛鳥宮跡活用検討委員会を設置し、飛

鳥宮跡活用構想に関する重要事項についての調査審議に関する事務を担任させるため、所

要の改正をするものです。施行期日については、規則で定める日としています。

４８ページ、奈良県手数料条例等の一部を改正する条例です。使用料、手数料を見直し、

その額の改定を行うため、所要の改正を行うものです。まちづくり局所管としては、

（１）奈良県手数料条例の一部改正関係の、エ長期優良住宅建築等、オ低炭素建築物新築

等、カ建築物エネルギー消費性能向上等、それぞれの計画認定申請手数料等の新設、改定

です。（３）奈良県立都市公園条例の一部改正関係、平城京歴史館の使用料の廃止です。

なお、施行期日については、エ、オ、カについては平成２８年４月１日、（３）平城京歴

史館については平成２８年７月１日です。

３２５ページ、建築基準法施行条例の一部を改正する条例です。建築基準法施行令の改

正に伴い、条例の適用除外の対象となる建築物などを変更するため所要の改正を行うもの

です。内容は、建築物の火災に備え、必要な規制があり、その中で準耐火構造や不燃の材

料でつくられた建築物については、この条例で規定されている規制の適用除外としていま

す。今回建築基準法施行令の改正に伴い、一定の安全性を認定したものについては、新た

に適用除外として対象建築物を拡大するものです。例えば、木造の建築物も、この一定の

認定をされたものについては適用除外をするというものになっています。施行期日につい
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ては、平成２８年６月１日です。

３２３ページ、奈良県建築審査会条例の一部を改正する条例です。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律、いわゆる地方

分権一括法の施行により、これまで建築基準法で規定されていた建築審査会の委員の任期

が条例に委任されたことに伴い所要の改正を行うものです。施行期日については、平成２

８年４月１日です。

「平成２７年度一般会計特別会計補正予算案その他（追加提出分）」の２８ページ、議

第１３１号、平城宮跡歴史公園用地の取得の変更についてです。議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議決を求めるものです。

平城宮跡歴史公園の用地である積水化学工業跡地について、用地先行取得制度を活用し、

奈良県土地開発公社が平成２４年度に用地を取得しました。その後、用地内で土壌汚染が

見つかり、土地開発公社と積水化学工業株式会社との間で、契約内容に基づき土壌汚染対

策に係る費用分について契約金額を減額することに伴い、奈良県と奈良県土地開発公社と

の土地売買契約についても２億５，０００万円余の減額となり、取得金額は記載のとおり

です。

３９ページ、報第２７号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告に

ついてです。県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関する訴訟事件に

ついてです。明細は４７ページ、家賃滞納月数が６カ月以上または滞納額が２０万円以上

のもののうち、特に悪質と認められる８件について、住宅の明渡等の請求申立てをしたの

で報告するものです。

まちづくり推進局所管２月定例県議会提出議案の説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いします。

○久保田水道局長 水道局所管の当初予算案について説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の１７０ページ、効率的・効果的な基盤整備、６上下水道施設の整備、（１）給

水事業として、収益的収支ですが、平成２８年度は、県内１１市１２町１村に対して７，

７００万立方メートルの給水を予定しています。一方、収益ですが、主に配水収益、その

他合わせて１１８億２００万円余となっています。対前年度３．１％の伸びです。給水量

が前年度から２００万立方メートルの増加となり、予算上は１３年ぶりに配水収益の増加

が実現するものです。近年取り組んでいる県営水道転換の進捗によるものです。一方、維
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持管理費、支払利息、減価償却費で、１０６億６，０００万円余となっています。対前年

度１．４％の減です。その結果、収支差額は８億９，３００万円余の黒字を見込んでいま

す。

（２）県営水道転換の促進として、県域水道ファシリティマネジメント推進事業です。

市町村水道の水源の全部または一部を県営水道に転換することに伴い、橿原市、桜井市、

御所市、生駒市、川西町、王寺町の６市町において工事や測量・実施設計を行います。平

成２８年度より県営水道への転換に伴う工事が本格化しますので、工事費が前年に比べ６．

３倍に増加します。

１７１ページ、市町村県営水道転換支援資金貸付金です。県営水道に転換するために、

市町村が現に所有する水道施設の整備や既存の施設の撤去工事などを行う場合に要する費

用に対して低利で貸し付けを行うものです。平成２８年度は、転換に向けた水道施設の整

備工事を実施する橿原市、御所市、三宅町を対象に７億５，９００万円余の貸付けを予定

しています。平成２８年度より県営水道への転換に伴う工事が本格化しますので、貸付額

は昨年度に比べて大きく増加しています。

磯城郡広域化事業計画策定事業です。磯城郡の３町ともその水源を全て県営水道に転換

の上、合わせて３町の水道事業の経営統合を進めます。広域化としては、施設の統廃合に

よる更新費用の削減、業務の共同化による水道事業運営の効率化、施設整備に対する国庫

補助などがあります。さらに、この地域が地形的に大和平野の一番底、低い地域であるこ

とに主な原因があるのですが、３町とも水源を全て県営水道とした上で、県の水道管を町

の水道管に直接つなげる、いわゆる直結配水を実現することができ、その結果、県営水道

が持つ高さの位置エネルギーを有効活用することが可能となります。各３町の施設管理費

などが大幅に削減できることとなります。平成２８年度は、経営統合に向けて協議会を設

置し、国庫補助獲得のための広域化事業計画を磯城郡３町とともに策定することとしてい

ます。

（３）県営水道施設の更新改良です。県営水道施設強靱化事業ですが、浄水施設の設備

更新など安定給水に万全を期するための設備投資を行います。

１４３ページ、くらしの向上［エネルギー政策の推進］で、小水力発電導入事業で１億

５，９００万円余を計上しています。水道管路の水圧を利用した小水力発電施設を御所浄

水場に整備するもので、事業実施に当たっては、再生可能エネルギー等導入推進基金、い

わゆるグリーンニューディール基金を活用することとしています。
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以上が水道局所管の当初予算案です。

水道局所管の２月県議会提出条例について説明します。「平成２８年度２月県議会提出

条例」の３６０ページ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例です。

県営水道の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例についても、一部

を知事部局に準じて改正するもので、詳細には、３６４ページ、第４地方公務員法の改正

に伴い、勤勉手当に反映する勤務成績の期間を定めるものです。具体的には、３８９ペー

ジ、新旧対照表、勤勉手当については、従来、勤務成績に応じて支給するとされていまし

たが、これを直近の人事評価の結果及び基準日以前６カ月以内の期間における勤務の状況

に応じて支給すると表現を改めるものです。地方公務員法の改正に伴うものです。

以上が水道局所管の２月定例県議会提出予定条例についての説明です。ご審議のほど、

よろしくお願い申し上げます。

○吉田教育長 ２月定例県議会に提出しています教育委員会関係の平成２８年度予算案の

概要及び平成２７年度２月補正予算の概要について説明します。

「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案

の概要」の３５ページ、経済の活性化［県内就業の促進］です。３若者の就労支援として、

高校生キャリア教育総合支援事業です。高校生の段階から勤労観、職業観を養うことを目

的とした事業で、平成２８年度は特に県内企業等へのインターンシップを拡大するためキ

ャリアプランナーを増員し、主に新規企業開拓に力を入れていきたいと思います。

工業高校等備品整備事業、以下４つの事業ですけれども、高校や特別支援学校に職業教

育のための実習備品等の整備を行うものです。

４８ページ、経済の活性化［観光の振興］で、５にぎわいの拠点づくり（５）飛鳥・藤

原宮跡です。史跡・名勝飛鳥京跡苑地整備活用事業では、現地を訪れた見学者の拠点とな

る休憩舎が平成２８年２月に完成し、平成２８年度当初に開所式典を開催します。

１０７ページ、くらしの向上［少子化対策・女性の活躍促進］で、２子どもの健やかな

育ちへの支援、（１）子育て支援の充実についてですけれども、学校・地域パートナーシ

ップ事業ですが、学校、保護者、地域住民の協働により、規範意識向上などに向けた取り

組みに補助をするもので、平成２８年度の新規の取り組みとして、経済的な理由により家

庭での学習が困難な児童生徒を対象に学習支援を実施する地域未来塾の設置運営に対し、

補助をするものです。また、地域未来塾のＩＣＴ整備に対しても補助を行います。

新規事業の「子どもの学び場」づくり支援事業です。子どもの貧困対策として、市町村
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と連携をして、学力支援や生活相談を無償で実施する団体の立ち上げや活動の充実に対し

て補助を行います。

新規事業の生活支援アドバイザー派遣事業では、子どもの生活、経済上の不安や問題の

解決に向けて、社会福祉士等を生活支援アドバイザーとして学校に派遣し、関係機関との

連携を強化します。

１１１ページ、くらしの向上［学びの支援］、１地域の教育力の充実、（１）規範意識・

社会性の向上、新規事業の高校生社会参加促進事業です。県立学校全４３校において、高

校生が主体となる地域社会と連携した取り組みを実施します。

新規事業の児童生徒理解による問題行動等対応事業では、児童生徒の多様な問題行動に

対応するために、ストレスマネジメント等の手法を用いた教員向け研修等を実施します。

１１２ページ、新規事業の大学生等による不登校児童生徒支援事業ですが、平成２７年

度の県内大学生がつくる奈良の未来事業において採択されたもので、不登校の発生を防止

するため、児童生徒の相談相手となる専門知識を持った大学生ボランティアを小学校等に

派遣するものです。

スクールカウンセラー等の配置ですが、公立の全中学校と県立高校に配置するほか、重

大事態が発生したことを受け、県立高等学校に緊急的に拠点校に１名、巡回指導型として

１名を重点配置をします。

新規事業の主権者教育推進事業ですが、選挙年齢の引き下げに伴い、高校生等の政治的

教養を高めるためのモデル事業の実施及び副教材の活用に係る教員向け研修会を開催しま

す。

１１３ページ、（２）学習意欲の向上、新規事業の主体的な学びの向上事業ですが、高

校生を対象とした古典セミナーの開催を支援します。

新規事業の理科観察・実験支援員の派遣では、理科の学力向上を図るため、観察実験支

援員を派遣をし、観察、実験を行いやすい環境を整備することで児童の理解に対する関心

意欲を高め、理科好きな子どもをふやします。

１１４ページ、県立高校芝生化推進事業です。平成２８年度は、五條高等学校の運動場

の人工芝生化を実施します。

２学校教育環境の充実、新規事業の県立中学校学習環境整備事業では、県立青翔中学校

の技術・家庭科教育に必要な備品を整備します。

１１５ページ、特別支援学校過密解消施設等整備事業です。平成２８年度の新たな取組
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として、整肢園分校の廃止に伴う奈良養護学校での児童生徒受け入れについて、奈良養護

学校本校の教室、空調設備の整備、スクールバスの配備を行います。さらに、特別支援学

校の空調設備の未設置解消に向けて、高等養護学校ほか３校で空調設備工事を行います。

１１６ページ、高等学校大規模改造事業では、耐震改修にあわせて老朽改修を行うもの

で、２校３棟で設計を、１１校１４棟で改修工事を実施します。

新規事業の総合寄宿舎その他整備事業では、かぐやま寮のエレベーター修繕工事のほか、

必要な改修等を実施します。

１１９ページ、くらしの向上［文化の振興］で、１歴史文化資源の活用の（１）文化資

源のデータベース化、整備・活用の支援についてです。新規事業の史跡伝飛鳥板蓋宮跡・

史跡桜井茶臼山古墳公有化事業ですが、今後明日香村、桜井市と協働して整備を進めてい

くため、史跡の公有化を行います。

１２０ページ、新規事業の文化財修復活用推進事業ですが、本県文化財の保存修理や整

備に関する認定機関として文化財保存活用認定会議を設置・運営するものです。

新規事業の中世城郭調査事業ですが、平成２８年度から３年計画で県内の中世城郭につ

いて資料収集、現地調査等を実施し、データベース化を行うものです。

１２９ページ、くらしの向上［安全・安心の確保］の１県土の防災力の向上、（１）自

助・共助の推進です。防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業ですが、平成２

８年度の新たな取組として、災害ボランティア活動の実施、学校における安全教育・安全

管理のための研修会を開催します。

１３１ページ、２耐震化の推進、高等学校等耐震化事業では、２校３棟の耐震設計、１

１校１３棟で耐震改修工事を実施します。また、屋内運動場等の非構造部材対策で、２５

校３３棟の耐震対策工事を実施します。

特別支援学校耐震化事業では、屋内運動場等の非構造部材対策として、３校３棟の改修

工事を実施します。

１５７ページ、南部地域・東部地域の振興、２住み続けられる地域づくり、（２）暮ら

しやすくするの奈良県立高等学校全国募集事業ですが、全国募集を行う学校において、部

活動を充実させるための備品等を整備するもので、榛生昇陽高等学校ほか２校で備品等の

整備を行います。

平成２７年度補正予算案の繰越明許費ですが、金額欄記載の２月分補正については、国

補正予算等に対応するため、全額を平成２８年度に繰り越します。以上が教育委員会所管
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の平成２８年度当初予算案及び平成２７年度２月補正予算案の概要です。

続いて、「平成２７年度２月補正予算案の概要（追加提出分）」の３ページ、減額補正、

退職手当のうち教育委員会分ですが、退職者見込みの減により１４億２，０００万円の減

額です。

５ページ、繰越明許費補正、新規は３件あり、県立高校芝生化推進事業の繰越明許費は

１億４，５７３万８，０００円です。御所実業高等学校の運動場人工芝生化の工事に係る

もので、繰越理由は、工法検討等に不測の日時を要したためです。

文化財保存事業補助で、繰越明許費は６１５万円で、国宝薬師寺東塔の解体修理を行う

薬師寺に対する県費補助金で、繰越理由は、事業主体のおくれによるものです。

重要文化財等修理受託事業で、繰越明許費は１億５，４００万円で、一つ前で説明しま

した国宝薬師寺東塔の解体修理事業を県が受託していますので、所要の経費を繰越すもの

です。

以上が教育委員会所管の平成２７年度２月補正予算案（追加提出分）の概要です。

「平成２８年２月県議会提出条例」の１７ページ、奈良県附属機関に関する条例の一部

を改正する条例です。新たに設置される附属機関のうち、教育委員会にかかわるものは、

（５）奈良県文化財保存活用認定会議です。この条例の施行日は、平成２８年４月１日で

す。

２２ページ、奈良県職員定数条例等の一部を改正する条例で、教育委員会の関係では、

事務部局職員、県費負担教職員及び高校等の教職員の定数について、定員のより一層の適

正化を図るため、職員等の定数を見直し、要旨の欄に記載のとおり改定するものです。こ

の条例の施行日は、平成２８年４月１日です。

３４８ページ、奈良県立飛鳥京跡苑地条例です。周辺地域の歴史的風土と調和した飛鳥

時代の歴史的・文化的遺産に親しむ場を提供し、もって県民の文化の振興を図るため、奈

良県立飛鳥京跡苑地を設置しようとするものです。この条例の施行日は、規則で定める日

となっています。

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○羽室警察本部長 警察本部所管の提出議案について説明します。提出議案は、平成２８

年度当初予算案、平成２７年度２月補正予算案、提出条例、専決処分の報告についてです。

平成２８年度当初予算案の概要について説明します。「平成２８年度一般会計特別会計

予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案の概要」の１３３ページ、くらしの
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向上［安全・安心の確保］の４治安対策の強化、警察職員給与費ですが、ストーカー、Ｄ

Ｖ等の人身安全関連事案対策及び特殊詐欺対策を強化するため、警察官１１人を増員しよ

うとするものです。この増員により、警察官の定数は２，４７１人となります。

なお、警察官以外の職員の定数は３２０人で、昨年度と同数です。

１３４ページ、新規事業のヘリコプターテレビ機上設備の高度化更新整備ですが、現在、

県警ヘリコプターに搭載されているヘリコプターテレビのリース期間が満了となることか

ら、現行のアナログ式対応機器からデジタル・アナログ式の両方に対応可能な機器へ高度

化更新するものです。

新規事業のサイバー空間の安全確保の推進ですが、サイバー犯罪の取締り体制強化のた

め、本部及び警察署の情報収集用インターネット端末の更新整備に要する経費です。

新規事業の客観証拠を重視した適正捜査の推進ですが、犯罪捜査における証拠物件を確

実かつ適切に保管・管理するため、これら証拠物件を一元的に管理するシステムの整備に

要する経費です。

１３５ページ、５交通安全の推進、新規事業の総合的な交通事故抑止対策推進事業です

が、現在、運用しています交通事故情報総合管理システムを高度化し、交通事故情報、交

通取り締り状況、交通規制情報等を一元的に地理情報システムに表示することで、詳細な

事故分析を行うなど交通事故防止対策を推進するためのシステムの改修及び機器リースに

要する経費です。

平成２７年度２月補正予算案の概要について説明します。「平成２７年度２月補正予算

案の概要（追加提出分）」の３ページ、減額補正、退職手当です。警察本部分としては、

退職者見込みの減により、２億９，８００万円を減額補正しようとするものです。

条例案について説明します。「平成２８年２月県議会提出条例」の３９ページ、学校教

育法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例のうち、警察本部所管については、（５）

奈良県少年補導に関する条例及び（６）奈良県暴力団排除条例です。いずれも同法の改正

に伴い、新たな学校の種類である義務教育学校について規定の整備を行うため、所要の改

正を行うものです。施行日は、平成２８年４月１日を予定しています。

「平成２７年度一般会計特別会計補正予算案その他（追加提出分）」の３９ページ、報

第２７号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてです。警察

署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例ですけれども、奈良市の

区域内の町の区域及びその名称を変更したことに伴い、奈良西警察署の管轄区域について
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所要の改正を行い、平成２８年２月２日に公布し、同日施行をしています。

警察本部所管の提出議案の概要は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。

○田尻委員長 以上をもちまして、議案の説明を終わります。

次回、３月１４日月曜日、午前１０時より歳入、総務部、くらし創造部、景観・環境局

の審査を行います。よろしくお願いします。

本日はこれをもちまして会議を終わります。


